
企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方検討会次第 

エ ． 日日 寺 

平成 t 5 年 5 月 2 8 日 ( フ蛉 9 : 3 0 ～ 1 2 : 3 0 

2. 場所 

共用第 6 会議室 

3. 議事次第 

(1)  開会 

(2)  安全衛生部長挨拶 

(3) 座長選出 

(4  )  議事 

① 労働安全衛生行政等の 説明 

② 自由討議 

③ 企業ヒアリンバ 
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「企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方」検討会開催について 

エ ． 目白 勺 

昭和 4 7 年に労働安全衛生法が 制定され、 以来 3 0 年同法に基づき 労働災害防止対策 

を 展開してきており、 その間労働災害は 半数以下にまで 減少してきているものの、 近年 

その減少率は 鈍化している。 さらに、 社会経済情勢の 変化に対応し、 労働者の安全 と健 

康を確保するため、 今後の安全衛生対策の 在り方を検討する 必要性が指摘されている。 
また、 企業の分割。 統合が進展し 人材の流動性が 高まる申で、 特定の人材の 知識。 経 

験 に依存しない 組織的、 体系的な安全衛生管理体制を 確立し、 安全衛生対策を 推進する 

必要性が高まるとともに、 さらに、 安全衛生に関する 知識 や ノウハウを事業場内にお い 

て 継承させる必要性も 指摘されている。 

このような状況下で、 我が国の安全衛生法体系の 今後の在り方を 考えると、 法令で最 

低 基準を定め、 それを事業者に 遵守させるという 現行の手法に 加え、 安全衛生に関連す 

る 様々な要因の 変化に柔軟に 対処できるリスクアセスメントの 手法を核とする 事業者の 

自律的な安全衛生管理体制を 確立する仕組みの 導入を拡充し、 リスクの合理的かっ 体系 

的な低減を図ることにより、 安全衛生水準を 向上させることが 望まれる。 

このため、 社会経済情勢の 変化等に対応した 企業における 自律的な安全衛生管理の 進 

め 方に関する研究を 進めることとする。 

2. 検討事項 

(1) 社会経済情勢が 大きく変化する 申での企業における 安全衛生管理上の 間 題点 

(2)  社会経済情勢の 変化に応じた 企業内における 安全衛生管理の 在り方 

(3)  自律的な安全衛生管理を 促進させるための 仕組み 

(4  )  その他 

3. 研究会の進め 方 

(1)  座長を置き、 座長が研究会の 議事進行を行う。 

(2) 研究会の委員は 必要に応じ追加できる。 また、 臨時委員も選任できる。 

(3) 研究会は非公開とする。 
(4)  研究会においては 必要に応じヒアリンバを 実施できる。 

  

  
(5) 研究会の事務局は 計画課に置く。   
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関東学院大学教授 

名古屋大学助教授 

鳥取環境大学環境政策学科助教授 

豊田安全衛生 7 科。 メハ システム株式会社 取締役社長 

神戸大学経済経営研究所教授 

足利工業大学教授 

uFJ 総合研究所 

麗澤 大学国際経済学部教授 

白鴎大学法学部教授 

( 独 ) 消防研究所理事長 

天使大学教授 

名古屋大学多元数理科学研究科教授 

産業医科大学教授 
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鞍尻， １ド   料 番号 

      """""" 一一 "' 

労働安全衛生法の 現状 

労働安全衛生法第「条においては、 「職場における 労働者の安全と 健康を確保するとともに、 快適 

な職場環境の 形成を促進することを 目的とする」とされており、 また第 3 条においては、 事業者の責 
務として、 「事業者は、 単にこの法律で 定める労働災害の 防止のための 最低基準を守るだけでなく、 

快適な職場環境の 実現と労働条件の 改善を通じて 職場における 労働者の安全と 健康を確保するように 

しなけれ ば ならない」と 規定されており、 一般的に事業者は、 労働者の安全と 健康確保のため、 省令 
で定める措置にとどまることなく、 安全水準の一層の 向上について 義務を課せられているところであ 

る 。 

ただし、 労働安全衛生法の 第 4 章 労働者の危険又は 健康障害を防止するための 措置では、 第 20 
条から第 2 5 条の 2 において、 事業者が講ずべき 措置について 一般的に定めているところであ るが、 

一般的な規定であ るこれらの措置は、 第 2 7 条の規定により、 厚生労働省令で 定めるとされていると 

ころであ り、 各種具体的に 厚生労働省令で 請 ずべき措置が 定められているところであ る。 ( ボイラー 

及び圧力容器安全規則、 特定化学物質等障害予防規則等 ) 

「第 4 章 労働者の危険又は 健康障害を防止するための 措置」 

労働安全衛生法第 2 7 条 

第 20 条から第 25 条まで及び第 2 

定により事業者が 講ずべき措置及び 前 

者が守らなけれ ば ならない事項は 、 厚 

労働安全衛生規則 一 一 一 
有機溶剤中毒予防規則 

鉛中毒予防現員 @J@ 
四 アルキル鉛中毒予防親兵 lJl 
特定化学物質等障害予防親見 ljl 
自 気圧作業安全衛生規則 

酸素欠乏症等防止規則 

電離放射線障害防止規則 

事務所衛生基準規則 
粉じん障害防止規則 

機械等検定規 貝 lJl 
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5 条の 2 第 r 項の規 

  条の規定により 労働 

    生 労働省令で定める。 

 
 



( 別添 ) 

( 事業者の講ずべき 措置等 )   

第二十条 事業者は、 次の危険を防止するため 必要な措置を 講じなければならない。 
一 機械、 器具その他の 設備 ( 以下「機械等」という。 ) による危険 

二 爆発性の物、 発火性の物、 引火性の物等による 危険 
三 電気、 熱その他の ェ ネルギ一による 危険 

( 事業者の講ずべき 措置等 ) 

第二十一条 事業者は、 掘削、 採石、 荷役、 伐木等の業務における 作業方法から 生ずる危険を 防止 
するため必要な 措置を講じなければならない。 

2  事業者は、 労働者が墜落するおそれのあ る場所、 土砂等が崩壊するおそれのあ る場所等に係る 危 
険を防止するため 必要な措置を 講じなければならない。 

( 事業者の講ずべき 措置等 ) 

第二十二条 事業者は、 次の健康障害を 防止するため 必要な措置を 講じなければならない。 
  原材料、 ガス、 蒸気、 粉じん、 酸素欠乏空気、 病原体等による 健康障害 

二 放射線、 高温、 低温、 超音波、 騒音、 振動、 異常気圧等に よ る健康障害 

三 計器監視、 精密工作等の 作業による健康障害 

四 排気、 排液又は残さい 物による健康障害 

( 事業者の講ずべき 措置等 ) 

第二十三条 事業者は、 労働者を就業させる 建設 物 その他の作業場について、 通路、 床面、 階段等 
の 保全並びに換気、 採光、 照明、 保温、 防湿、 休養、 避難及び清潔に 必要な措置その 他労働者の健 

康、 風紀及び生命の 保持のため必要な 措置を講じなければならない。 

( 事業者の講ずべき 措置等 ) 

第二十四条 事業者は、 労働者の作業行動から 生ずる労働災害を 防止するため 必要な措置を 講じな 
ければならない。 

  

( 事業者の講ずべき 措置等 ) 

第二十五条 事業者は、 労働災害発生の 急迫した危険があ るときは、 直ちに作業を 中止し、 労働者 
を作業場から 退避させる等必要な 措置を講じなければならない。 

  
  

  
  
  
  

( 事業者の講ずべき 措置等 ) 

第二十五条の 二 建設業その他政令で 定める業種に 属する事業の 仕事で、 政令で定めるものを 行 う 

事業者 は 、 爆発、 火災等が生じたことに 伴 い 労働者の救護に 関する措置がとられる 場合における 労 

働 災害の発生を 防止するため、 次の措置を講じなければならない。 

一 労働者の救護に 関し必要な機械等の 備付け及び管理を 行 う こと。 

二 労働者の救護に 関し必要な事項についての 訓練を行 う こと。 
一 "" ""  『 ' 二 前二号に掲げるもののほか、 爆発、 火災等に備えて、 労働者の救護に 関し必要な事項を 

ィテうこと。 

2  前項に規定する 事業者は、 厚生労働省令で 定める資格を 有する者のうちから、 厚生労働省令で 定 

めるところにより、 同項各号の措置のうち 技術的事項を 管理する者を 選任し、 その者に当該技術的 
事項を管理させなければならない。 

  2 - 
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( 労働者の遵守義務 ) 

第二十六条 労働者は、 事業者が第二十条から 第二十五条まで 及び双条第一項の 規定に基づき 講ず 
る措置に応じて、 必要な事項を 守らなければならない。 

( 労働者の遵守事項 ) 

第二十 セ条 第二十条から 第二十五条まで 及び第二十五条の 二第一項の規定に よ り事業者が講ずべ 
き措置及び双条の 規定により労働者が 守らなければならない 事項 は 、 厚生労働省令で 定める。 

2  前項の厚生労働省令を 定めるに当たって は 、 公害 ( 環境基本法 ( 平成五年法律第九十一号 ) 第二条 

第三項に規定する 公害をい う 。 ) その他一般公衆の 災害で、 労働災害と密接に 関連するものの 防止 

に関する法令の 趣旨に反しないように 配慮しなければならない。 
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労働安全衛生対策の 課題について 

昭和 4 7 年に労働安全衛生法が 施行され、 死傷災害が大幅な 減少するなど、 我が国の 

安全衛生水準の 向上に大き・ く 貢献した。 しかしながら、 近年の社会経済情勢の 変化によ 

り 、 事業者、 労働者を取り 巻く環境も大ぎく 変化しており、 労働者の安全と 健康を確保 

するために、 今後の安全衛生対策の 在り方を検討する 必要性が指摘されている " また、 

最低基準の履行確保から、 自律的に対応することを 指向するという 法規制に対する 考え 

方の変化も見られる。 

ェ ，最低基準による 個別規制方式の 課題 

事業場内に存在するリスクを 低減させるという 観点から、 主体性を持って 安全衛生 対 

策を実施することが 困難であ る中小零細の 事業場においては、 労働安全衛生法は 依然と 

して有効であ るが、 次のような点が 指摘される。 

(1) 重大な災害や 新たな知見に 基づき規定の 見直しを行っているが、 規制の性格上、 後 

追い的な側面が 強いため、 事業場内に存在する 全ての危険。 有害要因の対策を 網羅する 

ことほできないのではないか。 

(2) 所定の目的を 達成するための 措置を講じることを 求める規定もあ るが、 一部の規定 

には要求される 措置として仕様等を 具体的に定めたものがあ り、 事業者が講じる 措置の 

自由度が低いのでほないか。 

2. 安全衛生管理体制の 課題 

厳しい経済情勢の 下で企業の事業形態が 変化し、 組織の再編、 分社化、 業務の外部委 

託ィヒ 等が進展し、 安全衛生管理体制が 実態にそぐわなくなってきたことから、 次の点が 

指摘される。 

(1) 事業形態の変化により、 適用事業場の 単位が実態に 合わないのではないか。 

(2) 就業形態の変化、 業務の外部化等により 指揮命令系統の 異なる労働者の 混在に対し 

て有効な安全衛生管理体制が 取られていないのではないか。 
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3. 今後の事業者責任の 在り方に関する 検討 

(1) 個別規制と事業者責任 

労働安全衛生法においては 労働者の安全と 健康を確保するために、 事業者は危険また 

ば健康障害を 防止するための 措置基準等を 遵守することが 規定されている。 措置基準の 

内容は、 法律の委任を 受けた省令に 個別に規定されており、 この最低基準としての 措置 

基準を遵守することにより、 労働安全衛生法における 事業者責任が 果たされることとな 

る 。 このような最低基準による 個別規制方式では、 事業者に安全衛生水準を 一層向上さ 

せる動機付けとならない。 

(2) 事業者責任の 方向 

産業構造の変化、 技術革新の進展等に 柔軟に対応するためには、 ハザード ( 危険 源 ) 

を特定し、 事故、 災害の発生可能性及び 重篤度を組み 合わせたリスク ( 危険 ) を評価し、 

その結果に応じて 対策を講じるリスクアセスメントを 導入し、 自律性の高 い 安全衛生 管 

理の企業内での 展開を促進することが 必要であ る。 

9
 



労働安全衛生マネジメントシステムに 関する国内の 状況 

 
 

ェ ．国の労働安全衛生マネジメントシステムに 関する指針 

1999 年 ( 平成 11 年 )  3 月 労働安全衛生規則の 改正 ( 第 2 4 条の 2 を追加 ) 

( 自主的活動の 促進のための 指針 ) 

第 2 4 条の 2  厚生労働大臣は、 事業場における 安全衛生の水準の 向上を図る @/ 

を目的として 事業者が一連の 過程を定めて 行 う 自主的活動を 促進する 

ため必要な指針を 公表することができる。 

1999  年 ( 平成 11  年 )  4  月 「労働安全衛生マネ 、 ジメントシステムに 関する指針」を 

労働省告示として 公表 

2. 業界団体等における 取り組み 

中央労働災害防止協会 労働安全衛生マネジメントシステム 評価基準を策定 (t996) 

建設業労働災害防止協会 建設業労働安全衛生 7 科。 メントシステム ；。 ィト 。 ラインを策定 (1999) 

自動車産業経営者連盟 労働安全衛生マネ 、 ジメントシステム (1997) 

日本化学工業協会 労働安全衛生管理指針 (1998) 

日本鉄鋼連盟 労働安全衛生管理指針 (1998) 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

労働安全衛生 毬 ゾルトシステ 村 。 神 。 ラインを策定 (2002) 

3. 労働安全衛生マネゾルレステムの 導入状況 

( 平成 1 2 年労働安全衛生基本調査 ) 

OSHMS を導入している 事業場 10 Ⅱ %  ( 内 97.0% が一定の効果を 上げている ) 

導入の予定があ るとした事業場 17.2% 

導入段階にあ るとみられる 事業場 27.3% 

Ⅰ O 



国内のマネ 、 ジメントシステム 構築状況 

1  申災 防及び建策 防 
( 1 ) 中災防 

Ⅱ SHA パックに基づくシステム 構築 数 又は予定数 は未 把握     

  
システム担当者研修終了者 ( 平成 14 年度まで ) 2,280  名 
リスクアセスメント 実務研修終了者 ( Ⅱ ) 2,209  名 
システム監査実務研修終了者 ( Ⅱ ) 965  名 

333  名 

( 2) 建 策防 

又は構築直双と 概ね ( 評価証交付事業場 400 社程度が構築済み 1 社 ( 平成 15 年 5 月 見なされる。 )) 
( 平成 1 5 年 3 月調べ ) 

構築完了 企業活社数 210  社 
構築中   185 社 
構築検討中   583  社 

2
 その他 

OHSAS 等によるマネ 、 ジメントシステム 認証事業場 は、 概ね 
170 社。 (22 機関の認証の 合計 ) 
( 平成 15 年 5 月現在で把握できたもの。 ) 
( 上記 ( 1 ) 及び (2) との重複の可能性はあ る ） 

3  参考 
0 S HMS 促進協議会アンケート 調査 ( 抽出調査 ) 

( 平成 15 年 1 月 調べ ) 
310 事業場中 構築済み     44  事業場 (14.2%  ) 

検討中 構築中及び構築予定 60 92 事業場 事業場 (19.4%) (29.7%) 
( 比較 ) 

( 平成 13 年 9 月調べ ) 
214 事業場中 構築済み     20  事業場 (  9.3%  ) 

構築中及び構築予定     53 事業場 (24.8%) 

検討 申     62  事業場 (29.0%  ) 

4 まとめ 
現在のところ、 全国で数 100 単位以上の事業場でシステム 構築 

済み、 構築中又は構築予定とみなしていると 考えられる。 
( あ くまでも、 各事業場としての 判断であ り、 適切に構築、 運用 
されているかどうかは 不明 ) 

( 平成 f 5 年 5 月現在 ) 
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労働安全衛生マネジメントシステム (OS 齢 に関する国際動向 

ェ 。 国際労働機関 (I LO) の動き 

1999 年 ( 平成 11 年 ) 4 月 第 1 5 回世界労働安全衛生会議において、 ILO の OSHMS 

に関する取り 組み状況を報告 

2000 年 ( 平成 12 年 ) 2 月 osHMs ガイドラインの 策定を正式表明 

2001 年 ( 平成 13 年 ) 4 月 政 労使姉者の専門家会議によりが 朴 。 ラ イソ (ILO-OSH2001) 

を 採択 

2001 年 ( 平成 13 年 ) 6 月 1L0 理事会においてガイドラインとして 承認 

2001 年 ( 平成 13 年 ) 12 月 ガイドラインを 出版 

2. 国際標準化 (I so) の動き 

1995 年 ( 平成 7 年 )  6 月 OSHMS の規格化に向けた 検討を開始 

1996 年 ( 平成 8 年 )      OSHMS についてのワークショップを 開催 

1997 年 ( 平成 9 年 )      規格策定に向けた 作業を行わないことを 決定 

2000 年 ( 平成 12 年 )      技術委員会 (TC) 設置提案 (1999 年に英国規格協会か 

ら 提案 ) を否決し、 再度、 規格策定に向けた 作業を行わ 
な い ことを決定 

3. osHMS 等に関する各国等の 動き 

配 U 

1989 年 労働安全衛生の 改善を促進するための 施策の導入に 関する理事会指令 

( い わゆる枠組み 指令 ) の採択 (89/391%EC) 
( 注 ) . 事業者に、 労働者の安全衛生確保、 リスクアセスメントの 実施の義務付け 

。 達成の時期は 不明だが、 RIf 全てのメンバ 一国において 国内法を整備 

イギリス 

  

。 行政組織の一元化 

1972 年 ローベンス報告 ，安全衛生法の 体系化 

。 自主基準の活用と 自主活動の促進 (+ 法規準拠型 ) 

1974 年 労働安全衛生法 (HSW 法 ) の制定 

1991 年 「成功する安全衛生管理の 指針」 (HS(G)65) の制定 ( 安全衛生 庁 (HSE)) 
"Successful health and safety Ⅲ @nagement" 
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1992 年 労働安全衛生マネ 、 ジメント規則 ひ任 iSW 規則 ) の制定 

( 注 ) 「労働安全衛生の 改善を促進するだめの 施策の導入に 関する理事会指令 (89/391 用 EC) 」に 

基づく対応 

1996 年 B5 Ⅱイギリス規格協会 ) が労働安全衛生 7 科。 メソ トシステムに 関する規格 (B58800) 
を 公表 

1999 年 B51 を中心としたグループが 任意規格として 労働安全衛生 7 科。 4% シス私の 

認証用規格であ る OHSASl8001 を公表 

ドイツ 

1996 年 職場の労働者の 安全衛生を改善するための 労働災害防止対策の 実施に関する 法律 

( 注 ) 「労働安全衛生の 改善を促進するための 施策の導入に 関する理事会指令 (89/391%EC) 」に 

基づく対応 

200l 年 TL0 がれ。 ラ イソ の独語訳が終了 

2002 年労働省がドイツ 版の労働安全衛生 7% 。 メントシス邦を 策定 

業種別のが ィト 。 ラインの策定を 計画中 

フランス 

199  1  年 法律 N0.91-14  14  において、 管理者に災害防止の 一般原理と、 リスクアセス 

メントに基づいた 全般的な災害防止の 方法を開発、 実行することを 要求 

( 注 ) 「労働安全衛生の 改善を促進するための 施策の導入に 関する理事会指令 (89/391 億 EC) 」に 

基づく対応 

ノルウェⅠスヴェー デ、 ノ 

1991 年 リスクアセスメントを 核とする OSHMS の構築を法令により 全事業場に 義 

務 付け 

ポーランド 

1995 年 労働安全衛生マネ ゾ メントシスかの 制度化のプロジェクトを 発足 

1996 年 国家規格として 労働安全衛生 7 科。 メン げ 万ム規格を制定 

1999 年 国家労働監督局の 労働監督官と 認証機関の審査員の 合同で審査を 行 う 第三 

者 認証制度を導入 

アメリカ 

1982 年 OSHA  ( 労働安全衛生 庁 )  が VPP  (Voluntary  Protection  P,o 肝 ams( 自主的安 

全衛生管理プロバラム ) コを 制定 
( 注 ) VPP は 、 事業者、 労働者及び OSHA が協力関係を 樹立し、 効果的な安全衛生管理を 認識 

し、 促進するために 構築された仕組みであ る。 

1996 年 A Ⅲ A ( 産業衛生協会 ) が労働安全衛生 7 科。 メンレステムのガイダンスを 公表 

2001 年 ANSI ( 規格協会 ) が国内規格策定のための 委員会を立ち 上げ 

Ⅰ 3 
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0 労働安全衛生マネジメント、 ンステム 

  
    """ 一 "" 。 。 埼一 。 ・。 ， "" 一朱       

事業者が労働者の 協力の下に、 「計画一実施 一 評価 一 改善」 (PDCA ザイ 

クル ) という一連の 過程を定めて、 連続的かっ継続的な 安全衛生管理を 自主的 

に 行 う ことにより、 事業場の労働災害の 潜在的危険性を 低減するとともに、 労 

働 者の健康の増進及び 決適 な職場環境の 形成の促進を 図り、 事業場における 安 

全衛生水準の 向上に資することを 目的とする比較的新しい 安全衛生管理の 仕 組 

みであ る。 

平成 11 年に厚生労働省指針として「労働安全衛生マネ 、 ジメントシ ズテム に 

関する指針」が 公表されており、 2001 年 ( 平成 13 年 ) に は 、 ILO が国際基準 

として「労働安全衛生マネジメントシステムに 関するガイドライン」を 公表し 

 
 

る
 

 
 

レ
 

て
 

  

  

0 リスウアセスメント 

 
 

事象の発生する 確率 ( 頻度又は時間 ) とその事象により 発生する被害の 程度 

( 被害の及ぼす 範囲も含む。 ) を組み合わせてにれらの 組合せを「リスク」 

と 呼ぶ。 ) 評価する手法のことであ り、 その結果はリスクの 大きさとして 表さ 

れる。 この評価の結果 ( リスクの大きさ ) に応じて、 安全対策を講ずる。 

労働安全衛生分野においては、 T LO によって、 作業場の危険有害要因から 

発生するリスクの 評価の過程ときれており、 の事業場のあ らゆる危険有害要因 

を洗い出し、 ②それらのリスクの 大ききを見積り、 ③労働者保護の 観点から 許 

容 できないレベルのものを 個別具体的に 明らかにするということを 体系的、 論 

理的に進める 手法であ る。 
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利明可能な情報を 用いて危険 源 及 び 危険状態を特定し、 当該危険源及び 危険状態のリスク 
を見積もり、 かつ、 その評価をすることによって、 当該リスクが 許容可能か否かを 判断すること じ " 。 """", 
    Ⅰ   Ⅰ 
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自主的予防プロバラム (V 佳や ) 

 
 

 
 
 
 

 
 

A. VPP の目的 

OS Ⅱ A は、 労働安全衛生法の 目的を達成するもっとも 優れた方法 は 、 いくつかの施策を 

併行的に行うアプローチ (mult 王 fEacetedapproach) であ ると認識してきた。 安全衛生基準、 

OSHA 規則、 2gCFR,1960 も florFederalagencies 、 そして一般的な 義務条項、 これらの法の 

要求することがらは 基本的に重要であ る。 しかし、 規則を制定しそれを 施行することのみ 

では、 事業者と労働者が 日々の職場での 経験に基づいて、 その仕事の工程、 原材料及び 危 

険 に対する理解を 深め、 仕事上での安全衛生へのコミットメントを 深めることはできない。 

危険をいち早く 察知しこれに 対処する能力と 相まって、 0S Ⅱ A 自身では行 う ことのできな 

い方法によって、 はじめて事業者と 労働者が彼ら 自身の安全衛生に 対する責任を 取ること 

ができるのであ る。 さらに、 0S 皿 ㌔が有する現場に 基づいた安全衛生に 関するこれまでの 

プロバラムの 経験は、 労働者保護のための 包括的かつシステマティックなアプローチが 貴 

重であ ることを示している。 それゆえ、 0S Ⅱ A の政策は、 特定の事業場でのニーズに 適合 

したかだちで 安全衛生計画を 推進することであ ると言える。 

WP の目的は、 事業者が提供し 労働者が参加することによって 進められるその 事業場に 

適合した安全衛生計画の 重要性を強調し、 その改善を推奨し、 その優秀性を 認識すること 

であ る。 このようなプロクラムは、 職業上の危険を 予防しかつ管理するマネージメントシ 

ステムによって 成り立っている。 その事業場ごとに 採用されるこのシステムは、 OSHA の 

規則を遵守するということのみにとどまらず、 労働者に対する 最大の保護を 提供すること 

によって、 ( 法により ) 要求されたレベルを 超えた柔軟で 創造的な戦略によってさらに 高い 

レベルのシステムとなるのであ る。 この過程において、 これらの事業場は、 災害や疾病の 

発生を業界の 平均よりずっと 低い水準に保ちつつ、 産業界において 効果的な安全衛生計画 

の モデルを有する 事業場となるのであ る。 さらに、 玉 Ⅳ P 事業場において 見られるところの 

労働者災害補償のコストの 減少、 労働者の離職率の 減少、 品質の向上、 その他の効用によ 

って、 生産性、 品質、 収益性そして 安全衛生が、 相互に補完し 合う目標であ るという確信 

を 持つに至るのであ る。 

WP への参加事業場は OSHA との新しい関係に 入ることになる。 この刷新的といえる 公 

的機関と民間機関の 関係において、 協力と相互信頼は 、 単に㌔Ⅲ P の対象事業場だけでなく、 

その仕事という 場の境界を超えた 安全衛生の向上にも 寄与することになる。 t ㌍ P への参加 

事業場は、 OSHA に対して安全衛生に 関するインプットを 提供してくれるのであ る。 それ 

と 同時に、 l 卍 P への参加によって 得られた安全衛生に 対する理解と 社会的ステータス、 そ 

して業界とコミュニティを 改善するという 彼らのコミットメントよって 、 広い範囲の安全 

衛生上の目的を 達成することができるのであ る。 ㌔ 旺 lp への参加事業場は、 安全衛生計画に 興味を持っている 他の事 莱場 に対して ひ / ・ 不吉毛車日日 .""-""" リア -  " よ士 ‥ 百 ""-@"" 専有 ど . フ ス @ り 安全衛生の教育訓練 キ 
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outreach セミ づ - 一を行い、 また先端的な 安全衛生の課題についての 会議を開催する。 九 %P 

への参加事業場はまた、 0S Ⅱ A とともに現場視察に 参加する。 このユニークなプロバラム、 

OSHA 八 %P ボランテイア は 、 公共セクター 及び民間セクタ 一の安全衛生の 専門家に対して   

意見の交換を 行い、 新しい見方を 与え、 さらに専門のレベルを 高める機会を 与えるのであ 

る 。 

℡ P の対象事業場は 、 彼らがそのように 望まない場合は 別として、 その参加している 期 

間の間、 定期監督のリストからぼずされる。 このことによって、 OSHA は労働安全衛生法 

の要求事項を 満たすことが、 より困難であ ろうと思われる 事業場に対してその 監督のため 

の資 、 源を集申することができる   しかし、 労働者からの 安全衛生に関する 不満に関する 申 

告 、 死亡事故及び 重大災害、 その他重大な 事案の際は、 OSHA の手続きに従って、 事業場 

を監督することにしている。 

このプロバラムに 参加することほ 、 法 または 2gCFRl960 に基づく連邦機関に 対する事 

業者と労働者の 責任と権 利が消滅することを 意味していない。 特に、 OSHA は『 卍 P の認定 

に際して関係者の 誰に対してもそのライアビリティ ( 責任 ) を増加させるということほ 意 

図していない。 0S は A が認定しだて 甲 P の安全衛生のプロバラムに 参加している 労働者あ る 

いは労働者の 代表は、 安全で健康な 職場を形成して 行く上において 事業者の刑事的あ るい 

は 民事的責任を 肩代わりするということはない。 また、 安全で健康な 職場環境を保証する 

ということも 期待されていない。 l 甲 P に含まれているプロバラムは、 事業者のだれも 参加 

することを強制されていないという 意味で、 自主的なものであ る。 OSHAA の要求基準及び 

通用される法令を 遵守することは、 事業者の義務として 残るのであ る。 最初の段階として 

WP の要求する条件をまず 満足し、 かつその後もその 水準を維持するということが、 l 呼 P 
への参加の条件であ る。 

OS Ⅱ A 長官は 、 ⅠⅢ P への最初の参加についての 承認、 スター・プロバラムへの 昇格、 デ 

モンストレーション・プロバラムへの 参加及び五 %P からの脱退に 関する決定を 行う。 参加 

事業場の地域を 管轄する 0S は A の地方事務所長 (Administrator) ほ 、 スタ一の継続 (1 

年問の条件付きのスターへの 参加を含む ) 、 メリット・プロバラムに 関する承認を 与える。 
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ことに鑑み、 

  
  
    

み、 

  
たことに鑑み、 

  

以下のとおり、 水指令を採択した。 

heal% 月     

Whereas@the@incidence@of@accidents@at@work@and@occupational 
dlSeaseslss 廿 Ⅱ 七 QOhl 忠 h     Whe Ⅰ ヒ as pr ヒ VenUVemeas リ て eSmUs た be 

@n ⅠⅠ 0d り cedo ト @mpr0vedw@ て hou モ deiay 』 n0 Ⅰ』 e Ⅰ tosa 干 egua し d 仁 he 

safety@and@health@of@workers@and@ensure@a@higher@degree@of 
protection: 

Whe Ⅰ eas.in orde ト士 0%nsureanimp ト oved de 珪 Ⅰ eeo デ p ト o ㌔ ec 廿 on. 

ⅤⅤ o Ⅰ kersand/or 古 0i Ⅰ representa 廿 vesmustb0@n ヤ o Ⅰ medo 千曲 e 
㎡ skstoth 目 rsafetyandheal 由 andof 曲 emeasures 托 qu 正 edt0 

Ⅰ ed り ce o Ⅱ el@mlna Ⅰ 色 モト ese rlsks     り whereas 七ヵ日 ソ mustalso b0 ln a 
posltlon 士 ocDn ㎡ b Ⅰ 士巳 ． bymeanso 干 babncedpa@ り ロ patlonln 

acco ダ daDceWl 士 f@ na お ona@lawsand/0 て praCt@Ces. 七 0see@ng Ⅰ ha 王 

土 @en0cessa 『Ⅴ pr0 土 ecuveme ヨ sures ヨア e 十 aken     

Whereasin 干 oma 廿 on,dial0%ea Ⅱ dbBlancedpar 七 cipa 廿 0n 0n 

Sa 干 e 毛 yandheal 千』 @a 七 wo Ⅰ kmus 七 bedevelop ヒ db ヒ士 ween 

emp@oyersandwo ト ke Ⅰ sand/0 Ⅰ て hei ト Ⅰ epres ヒ n 土 a も vesbymeans 

0 イミ pp ト 0pna 土 eproced Ⅱ ダ esand@ns Ⅰ て Ⅰ @men 士 sllnaCco て da Ⅱ ce ⅤⅥ 土 h 
na 廿 o Ⅱ allawsand/orprac 目 ces: 

Whereas@the@improvement@of@workers ， safety ， hygiene@and 

health@at@work@is@an@objective@which@should@not@be@subordinated 
to@pur0y@economic@conSdera Ⅰ onS     

Whereas@employers@shall@be@obliged@to@keep@themselves 
informed@of@the@latest@advances@in@technology@and@scientific 
お n 田 ngsconcemingwo 卍一 place des 侶 n.accountbeingtaken ㎡ 

て he@nhe ア eerl 土 fdanger 「 slnt hel 「 ト lund ヒてモ akln 且 ． and 士 0in て 0 ト m 
acc0r び n 田 y 山 ewo 爪 ers.representaUveseXercising 

pa 円 cipa 廿 0n Ⅱ ghts und 帥由 isD@ 屋 。 廿 ve.soastobeable 椅 

guarantee@a@better@level@of@protection@of@workers ， health@and 

safety: 

Whereas@the@provisions@of@this@Directive@apply ， without   
prov@s@ons,toal!   isks.andinpa ㎡ cullartothosea 「 dsin ど丘 om 古 e 
llsRatwo 玉 o テ chemical.physica@ andbiologicala と eentscovereed 

by@Direct@   e@80/1107/EEC@(6) ， as@l   st@amended@by@Diective 
88/642/EEC@(7); 

Whereas ， pursuant@to@Decision@74/325/EEC@(8) ， the@Advisory 

Com@ttee@on@ Safety ， Hygiene@and@Health@ Protection@at@Work@is 

consu@tedbytheCommiss@onon 止 ed 臼缶 n と ofproposals 碕 

土 his 而 eld     

Whereas@a@ Committee@composed@of@members@nominated@by@the 
Member@States@needs@to@be@set@up@to@as8st@the@Commis$on@in 
mak;ng 士 e 圭 echn@cala 』 apta Ⅱ ons Ⅰ othe@ndiv@dua@ D 千 ec 廿 ves 

provided@for@in@this@Directive ．   

HAS@ADOPTED@THIS@ DiRECTIVE       

7
 



印 労働安全衛生の 改善を促進するための 施策の導入に 関する 
㎎ 89 年 6 月Ⅰ 2  日理事会指令 (89/391/E 三の 

COUNCi, 品 p 三目 こ 三品まニⅨ ま ㍗方里 孟 e 」 ご 三宅 e 阜ヲぽ n 目 nh よ %F 、 Ⅱ n よ さ 0 ㌫ ご 三正三三三ど 店㌫ ぽ % ぽ ピ ま さヌ 3 まみ 撃と o"r"ge 
( 仮訳 国際安全衛生センタ 一 ) 

第 ] 章 SECT@ON  l 
総則 G 巨 N ヒ RAL PROVlS@oNS 

第 ] 条 A Ⅰ 土 icle ] 
目的 Obj 巳 C 山セ   

WO 「 Hke ト ss a 土 WO 「 k   

      

定を侵害しない。 

第 2 条 
適用範囲   

都門に適用される。   
は 適用されない。 

  

第 3 条 
定義 

本 指令の目的にそって 、 次の用語及び 定義を定め 
る 。   

りでない。   
  

された 人   

べての対策 文は 措置 
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2. To 七 ha 七 end i 士 c0n 士 alns 恵 ene Ⅰ al p Ⅰ ln Ⅰ @ples c0nce ト n@ng 

土 he preven 士 lon o 十 occ 口 Da 十 l0nal 「 lsks, 土 he p 戸 o 士 ec 士 lon o 十 

Sa ナ ety and heal 亡 h, 亡 he e@lml Ⅱ a%l0 打 o 干 rlsk and acClden 十 

fac Darticipation Ⅰ ors,  土 he i（n‖ccordance informing,…oU ance『ith］ational〕aws consultation,｜alanced and/ro Ⅰ 

p Ⅰ ac 土 lces and 士 Ⅰ alnlng o 十ノ o Ⅰ ke ド s and た helr 

represen 十 a 土 lves, as We@l as genera@ gulde@lnes fo Ⅰ 士 he 

lmplemen 士 a 十 @on of 土 he sald P 「 @nClples. 

3. 丁 hls Dl 丘 eD 土 lve shall be 糊 l 士 hou 十 p/ej Ⅱ dlce 十 O e れ ls 七 @ng 

D/ f り七り 「 e na 士 lonal and C0 冊 munl 十 y p 戸 0VlS@onS whlch a 「 e mo Ⅰ e 
ナ avo Ⅱ Lable 士 0 pr0%ec 土 l0n 0 千 士 he sa ナ e 十 y and heal 士 h of 
Workers 3% work, 

Ar 上 lcl 白 2 
SCope 

Ⅰ． 丁 hls D@ て eC 十 lve shall apply 士 0 all s 号 c 士 ors o 千 aC 士 lvl 圭 y   
bo 土 h publlc and prlva 士 e (lndus 士 Ⅰ lal, ag 「 @cul 七 ⅠⅠ al. 
co 旭 me 「 c@al, ad 用 ln@s 士 Ⅰ a 士 @ve, s 已 wlce, ed り Ga 士 lonal, 

cul 土り ral, l3lsure, e 士 0 ．Ⅰ   

2. Th@s D@reCtlve shall not be app@lcable where 
Cha 「 aaC 土 ee 「 lls 十 llcs peC Ⅰ @la 「 士 o ne Ⅰ 土 aln specclflC p Ⅰ bbllc 

Se 「 vVlRe 3G 土 @lVl 亡 leS, sUCh as 走 he a Ⅰ 研 ed テ o 「 ces o 「 士 h 丘 

Dollce, o 「 to ce 「 ta@n speCiflC act@VltleS ln the Clvll 

p 丘 Qo 士 eeL 土 llon se 「 vVlC 巳 ss lneVl 士 iably confllC 士 Wl 土 h l 七 ・ 

ln 士 ha 甘 even 十 ， 士 he safe 土 y and health of w0rkers m り s 圭 be 

ens Ⅱ red as 干 ar as poss@ble @n 土 he l @gh 十 o 干十 he object@v 巳 s 
0 十七 h@s Dlrec 士 lve. 

A て十 lGle 3 
Defl Ⅰ l 土 lons 

「 0 Ⅰ て he purposes of も hls D@ Ⅰ e0 士 @ve, 圭 he 干 ol@ow@n ミ主色 rms 

shal l have the fol@owlng meanlngs: 

(a)@ worker:@ any@ person@ employed@ by@ an@ employer,@ including 
屯 Ⅰ alnees a れ d appree 冊士 @CeS bU 圭 exc@Udlng 「 domeSs 士 llc se 「 van 圭 sS     

(b)@ employer:@ any@ natural@ or@ legal@ person@ who@ has@ an 

employment rela 七 ionshlo wlth the wor 「 rker and has 
responslblll 士 ly for 士 he unde Ⅰ 土 aklng a り dd/cor eS 土 ahllshmen 亡     

(c Ⅰ Wo 「 ke 「 s. 「 ePrese Ⅱも a 圭 @Ve Ⅳ @ 士 h spe0l 十 @C Ⅰ 仁 sponSlblll 士 y 
ナ or the saffety and health of workers: any person elec て eed. 
chosen o Ⅰ deslgnated ln acco 「 cdance w@th natlonal @aws 

and/ or pran 士 lceS 土 O 「 ep て eeSem 圭 wo Ⅰ Kke Ⅰ Ss ノ hf 「 e                 a 「 lSe 
rela 土 @ng tn 圭 he safet@y and heal 圭 th preotFec 士 @on of wortkerss f 土 

tyo ト k     

(d) preven 圭 l0n: al@ セ h 色 s 七 %ps or measures 士 aken 0 Ⅰ plann0d 

a 十 al l s 士 za 仔 tea of wnrlk ln 士 he り nde Ⅰ 十 aklng 士 o p Ⅰ leven 士 or 

「 educe occupa 士 @onai 「 @sks. 

A 「 亡 lcle ム 
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l. 加盟 答国は 、 享 葉者、 力勘者 及ぴ 労働首代表     郎 ember S 土 aa 士 ees shal l 士き吠ヒナ he n ヒ lGes ち ary s 士 Ueps 士 o ensur う 

に本 指令実施に必要な 法的規定を遵守させるため て ha 七 emPloye 「 S,  WD Ⅰ Nke Ⅰ ss  and  Wn 「 llke Ⅰ ss:"  Ⅰ ePreRS 已 「 n 士 Ea モ lVeS  a Ⅰ ep 

に 必要な対策を 講じなければならない。 s り b りヒ G 上士 o Ⅰ h ヒ leg ミ l p 「 ovlslons ne0essa Ⅰ y テ 0 Ⅰ 十 he 

implemen 十 a 七 ion 0f 七 his Direc 土 iVe   

2, ln pa Ⅰ 千 lC Ⅱ la Ⅰ， 甘 embe Ⅰ S 亡 a 七 es Shal l ensure adeq り a 屯 e 2. 行わなけれ 特に・加盟各国は、 ば ならない。 適切な管理監督を 確実に cont 「 ols  and  s り ppe 「 nVls@nn 

g
 

  

 
 

 
 



甜 労働安全衛生の 改善を促進するための 施策の導入に 関する 
1989 年 6 月 12 日理事会指令 (89/397/EEC  ) 

COUNCl 」 DlR 三 %TlV 巨 of  て 2  June  l989  0n  士 he  irm 七 Ⅰ oduc 士 ion  of  meas Ⅱ res  十 o  e れ 0o り rage 

imprnovemen 七 :S  in  士 he  safet.y  and  heai 士 h  of  wornke Ⅰ nS  a 十 work(89/391/ 日工 0 

( 仮説国際安全衛生センタ 一 ) 

  
第 2 章 SEC"I"ION Ⅱ 

事業者の義務 EMPLOYERS ， OBLIGATIONS 

第 5 条 A 「 士 icle 5 
一般的規定 General P 「 OVlSion 

    The emp@oyer shall have a du 七 ily to ens Ⅱ re the safety a ハ d   heaai 土 tfh of worKkerSS ln evervy aspec 十 rela 士 eed 十 0 士 he wo ト k   

2.  第 7 条第 3 項に従い事業者がそれを 遂行する 能 2.  Where,  purs"ant  to  Article  7  (3),  an  employer  enlists 
力 のあ る外部の機関あ るいは人に依頼した 場合に Compe 士 en 上 ex 七 %rnal serrvlces or persons, 土 his sha@l no 七 

おいても、 労働者の安全と 健康の分野における 事 alSCha 「 甘 e hl 用 f Ⅰ om h@S 「 esponS@bll               "rn this area   
業者の責任は 免除されない。 

    The WO Ⅰ kke 「 s   obIi“at（｛ns in the Ⅰ ield of safe 圭 ty and   health@ at@ work@ shall@ not@ affect@ the@ principle@ of@ the 
ぼさない。 responslblll 土 yy o 干 the e 田 Dp@oVer   

4. 水指令 は ．事業者の制御能力をこえる 異常 か     Th@s Dlrne[: 唯 lve shall no 土 res 十 rlG 七古 he optllon nf 甘 ember   unusuaI and unforeseeable circumstances, beyond the 
者 責任を全面的に 又は 部分的に免除することは 制 empIoyers   COn 士 「 0l   o 「 to exceptlonal events   十 he 

限 しない。 consequences@ of@ which@ could@ not@ have@ been@ avoided@ despite 
the@ exercise@ of@ all@ due@ care ．   

加盟各国 は 必ずしもこの 選択権 を行使する必要は 臥 embe Ⅰ S 土 za 土 fes need no 土 exe Ⅰ [c@se Ⅰ he oD 士 lon Ⅰ efe 丘 Ⅰ ヒ 「 士 。       
ない。 圭 he flrs 七 subparzae Ⅰ caph, 

第 6 条 A 吐 ic ㎏ 6 
事業者の一般的義務 Genera@I@ obIi@gations@ on@ erop1@overs 

l. 事業者は、 その責任として 職務上のリスクの 防 1. Within the context of his responsibilities ． the 
employer shall take the meas り res necessary for the safe 丈 y   
士 「 aln@ng. as Wel@ as provlslDn Of 士 he necessa て y 
O 「 gan@Zatlon and means   

The employer S Ⅱ a@l be a@e Ⅰ モ七 o 士 h ら need 七 o ad Ⅰ ust 十ハ ese   measures@ to@ take@ account@ of@ changing@ circumstances@ and@ aim 
圭 O lmProve exls 圭 @ng sl 土 Ⅱ a 土 lonS 

    The emPloye ト shal @ lmolemftn 上士 he meaSu 「 less Ⅰ Rfe 「「 le 「 士 。   ln 士 he ナ l Ⅰ s 士 s り bpa Ⅰ ag Ⅰ aph o ナ pa Ⅰ agraph Ⅰ on 士 he basls of 

the 十 ol lowlng general p 亡 @lnclP@es of p Ⅰ even 士 llon     

(a ルスウ を回避すること。 (a) avoiding risks: 

(b) 回避不可能なリスクを 評価すること。 (b)@ evaluating@ the@ risks@ which@ cannot@ be@ avoided     

(c) リスク発生の 原因に対処すること。 (c)  Cnmha 士 llng  十 he  risks  a 士 soUrr,e     

equipment@ and@ the@ choice@ of@ working@ and@ production   m ヒ上 hodS   W@ 士 h a V@ ヒ W. ln 良 a 「 士 lC Ⅱ la 「   to a！leviating 

検討すること。 mono 士 on0us w0rk and w0 Ⅰ k a Ⅰ a prede 丈 e Ⅰ m@ned work 一 rate and 

to Ⅰ ed り clng 士 helr e 十干 ec 土 on heal 圭 h   

@ 。 j 技術の進歩に 合わせて ゆ にと。 Ⅰ ヰ Ⅰ 臣 H 宕 r 十 ln フナ 0 千 PChnlr.al 0 「 0 ごド eSS     

㈲危険な作業を 危険でない又は 危険の少ない 作業 く f)  replaclng  the  dangeroous  by  the  non 一 tidaneeroous  o Ⅰ 土 he 
に 代替すること。 @ess  danee 「 Collf     

(e) 技術、 職場の組織、 作業条件、 社会の動き及び く甘 @  deve@optng  a  coherent  overeall preventlon  Dollcy  Ⅳ hlch 
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作業環境に影響する 要因を首尾一貫して 考察した 
全般 M 予防方針を策定すること。 

(h) 個別防護対策よりも 包括的防護対策を 優先さ せ 
ること。 

㈲労働者に適切な 指示を与えること。 

3. 本 指令の他の規定を 侵害することなく、 事業者 

ば 払い、 企業及びⅠ又は 次の措置を講じな 事業所の活車の げ れはならない。 性質に考慮を 

  

一 させていなけれ 安全と健康についての ば ならない。 労働者保護の 水準を向上   

Cb) あ る仕事を労働者に 委任する場合、 その労働者 
の 健康と安全に 関する知識能力を 考 慮に 入れるこ 
と 。   

が 必要であ ること。 

(d) 適切な教育を 受けた労働者だけが 重大かっ特定 
の 危険が存在する 区域に立ち入ることができるよ 
う 、 適切な手段を 講じること。   
業者 は 労働安全及び 健康衛生に関する 規則の実 
施 に協力し、 各社作業の性質を 考盧の上．リスク 防   

5. 労働安全衛生及び 健康に関する 措置は、 いか 
なる場合も、 労働者に金銭上の 負担を負わせてほ 
ならない。 

第 7 条 
保護及び予防業務 

      

3. 企 某及び / 又 は 事業所内に適当な 人材がいな 
い ために予防、 防護の措置をとることができない 場     

のあ 篇 2 る要因を彼らに 項に掲げる情報を 知らせ、 知らされなければならない。 同時に 、 笘 うぼ第 l0 条 

5  すべての場合において、 

反汗 撰娑は 華麗記憶 穏男再焼 法器 竃 悪態㌘ 
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(h) 匡 lvlne coi@ec 千 llve p Ⅰ ooTec て @lVe meas り rEs 口 「 fo Ⅰ l 士 y ove Ⅰ 

individual 口 Ⅰ 0 士ヒ C 工 lVe mezas り 「 es 

く @) glvln 寓 aPproPrla 亡 e lnS も「 り C 七 i0ns 土 O 十 he Wo Ⅰ ke Ⅰ S   

3. Wl 七卜 ou 土 pre Ⅰ Lldlce to 十 he n 士 hhe Ⅰ Provlslons o ャ士 h@s 

Directive,   the employer shal1. 古 aklng @n 士 [o aC[co 口 rn 毛上 he 

na 士 uu Ⅰ ee of 士 he ac て @lVl 七 lles of 十 he en 十 ee 「 Dp Ⅰ lse and/o 「 

es 士 abl lshment: 

(a) eval り a 土 e 工 he Ⅰ lsks 士 o 士 he sa ナ e 土 y and health of 
workers, ln 士 e て alla ln 圭 he cholc3 0 十村 o Ⅰ k eq Ⅱ lpmen 主 ， 土 he 

Chem@ca@ s Ⅰ bs 士 ances or D Ⅰ epara 十 @ons り s と d, さ nd 十 he 

ヤ l 十七 ln ビ ー o Ⅱ t 0 千 w0 Ⅰ k plaCes. 
Subseq Ⅱ en 上士 o 土 hls evaiuat@o Ⅱ and as necessa Ⅰ y. 屯 he 

preven 士 lve m0as りて es and 七 h 已は orklng and pr0d Ⅱ c 七 lon me 十 h0ds 

lmplemen 十 ed by 十 h し empioye Ⅰ mus 士 : 

  ass ⅠⅠ e an lmprCovemenL in the level o 干 p ト noteec 土 l0 打 

affo て ded 士 0 wo Ⅰ kers wi 土 h regard 十 o safe 士 y and heal 士 h   

  be@ i@ntegrated@ i@nto@ a@11 十 he ac 圭 llvl 士 @es of 七 he unde 「 士 ak@ng 

and/ 。 r  es 亡 aabl                 and at all hierarchical levels     
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(C Ⅰ ens Ⅱ re て ha セエ he plannlng a ハ d ln 土 Loduc 十 lon o 干 new 

士 eChnol0 ま les are 七 he s Ⅱ bjeC 十 of C0nsul て a 士 i0n wlTh 土 he 

wo て ke ア s and/or 七 helr represen 十 a 土 lves, as rega 丘 ds 十 he 

cons ヒ quences of 土 he ch0@ce of 0qulpmen 士 ， 土 he 可 orklng 
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4. Ⅶ i 士 hou 土 p Ⅰ ej り dice 士 o 土 he o 士 her p 「 ovisi0ns 0% 圭 his 

Direc 士 ive, where seve Ⅰ al Ⅰ nde Ⅰ モ akings share a work p@ace, 

七 he emp@0yers sha@j C0opera 士 e in @ 爪 plemen 士 ing 十 h し sa 十 e 十 y, 

heal 士 h and o0cupa 士 i0 Ⅱ al hygiene p ト ovisi0ns and, 士 aking 

in 十 o aCcoun 七十 he na 士 ure of 士 he ac 士 ivi 士 ies, sha@l 

co0rdina 士 e 土 heir ac 士 i0ns in ma 上士 e Ⅰ s 0 千丈 he p 「 o 土 e0%i0n and 

p Ⅰ even 士 ion 0 千 ocCupa 十 i0nal risks. and sha@l info て m one 

ano 十 her and 士 heir resPeC 十 ive workers and/0r 沖 orke て s, 
represen 上 a 士 ives of 十 hese て isks. 
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l. Wl 士 hou 亡 PreJ り dlce to 亡 he obl@ 呂 ;a 士 llons 「 e 干 0 ア red 士 o ln 

Artlcles 5 and 6, the employer shal @ des@ 甘 rnaTR one or more 

w0 Ⅰ ke 「 S 士 o Ⅰ a 「 r サ oU 士 ac 亡 ivl 亡 @es 「 e@ated 古 o 亡 he P グ oteC 士 @on 

and p 「 eventlon of occupatlonal rlsks for the unde ト十 aak@ne 

and/or@ estab1i@shment   

2. Des@gna も ed worke Ⅰ s may no 圭 be plaGed a 七 any 

dlsadvan 土 ag 巳 beca Ⅱ se o Ⅰ 士 helr ac 圭 lvltles related 士 o 亡 he 

p 「 o 士 ec 士 lon and p Ⅰ even 土 l0n of occupa 土 lonal Ⅰ @sks. 

Desl 牽 na 土 ed wo Ⅰ ke Ⅰ s shal} be all0wed adequate 士 lme 十 。 

enabl0 %he 田上 o fuLfil 士 heir obligations arising fr0m て his 

DlreC 圭 lve. 

    l 干 such prnotect@ve and prneventlve measu 「 les cannot be 

o Ⅰ gan@zed fo Ⅰ @ack of 0oniDetent DerSSonnei l Ⅱ 十 he 

undertaking@ and/or@ establishment                                   
enlist@ competent@ external@ services@ or@ persons   

    Where 七 he emp@oye Ⅰ enl ls 七 ss s,nCrh servVlcesS or pe Ⅰ sons   he 
sha@l @nfornm them of 土 h3 千 ac 士 ors knoWrn 士 o a 千千 ec 千 ・ 0 「 

S 甘 SSPeC 土 ed Of .a ナ Ⅰ P,c 十 llng, the safety and health of the 

Wnrkkerss: and 土 hey mus 士 have accRss 七 n 十 he lnfoo Ⅰ lrma 士 lon 

Ⅰ e 丁 e Ⅰ「 e 庄 Lo @ Ⅱ ハ ( し lL.@ ピ                       

    In al l cases       

一 the worhkers des@gnated must have the necessary 

CaDab@ l@tles and 丈 h 吾 necessa 「 vy means. 
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一モ he e Ⅹ 圭 e 「 nal Ke Ⅰ tlv@ces or pe Ⅰ sons cons り @ted musr have 土 he 

necessary@ aptitudes@ and@ the@ necessary@ personal and   p 「 nfeKKlonal mRanS   and   

  

げればならない。   

吉 詰朝 覇原て珪話耳恩害雙塞烹肝 ・必要な場合は い 

7. 加盟各国 は 、 企業等の活動の 性質及び規模を     

し また・同項の 定めなければならない。 。 十分な数と @ まどの位の数かほついて 

第 8 条 
救急措置、 消火と避難、 重大かっ急迫した 危険 
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6. The p Ⅰ 0 七 e0%ion ナ rom, and p 「 evention o 干 ， 土 he heai 士 h and 
safe て y Ⅰ lsks Whl0h 干 o れ Ⅱ 士 he subjeC 亡 o 干圭 hls Ar 上 lCle shall 
be 亡 he Ⅰ ヒ sponslbll@ 土 y of one o Ⅰ 冊 m Ⅰ Ee wo Ⅰ Hxers.     one 
service@ or@ of@ separate@ services@ whether@ from@ inside@ or 
0 り圭 slde 士 h 接 unde Ⅰ 十 aklns and/(or es 士 zabllshlnefn 土 ， 
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7. 胡 ember S 士 a 上巳 s may dg 千 lne, ln 七 he llgh 十 o 千之 he na 士 ure 0 ナ 

士 he ac 十 lvl セ les and slze o 手上 he unde Ⅰ 十 akln と s, 土 he 

ca 土 egorl 亡 s 0f. unde Ⅰ 士 aklngs ln WhlCh 上 he employer, p 「 ovlded 

he ls Compe 士 e Ⅰ 七 ， may h@mse@ 十 take Ⅰ esponslbll@ 土 y for 十 he 

皿 easu 戸 es Ⅰ e 干 er て巳 d Ⅰ o ln parag Ⅰ aph Ⅰ． 

    Member States sha11 

and aP 七 l 土 Ⅱ des 「 efe ト /ed 

Th0y  肌き y  d0%e ㎜ @ Ⅱ 色 the 

Pa 「 ag 「 aPh 5   
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l. 事業者は、 次の措置を取らなければならない。   
じること。       

3. 事業者はまた、 次の措置等を 取らなければなら 
ない     

うとしている 対策の内容を 知らせること。   

指示すること。     

者 は ，各国法律 文は 慣例に従って、 そのために 不     

Ⅰ． The empl0yer shal@     

一七 ake 士 he necessary meas Ⅰ res 十 0 Ⅰ テ @rs 土 ald. デ lre 一子 @ 目 h 士 lng 

and evacua 士 lon o ナソ 0rke ト s, adap 士 ed 士 0 士 he na 土 ure o 干十 h 毎 

aC 千 lvi 士 les and 亡 he s@ze o ナ土 he り nde 「 亡 akl Ⅱ g and/0 「 

es 士 abllshmen 十 and 士 aklng ln 土 o accoun 士 o 士 her pe て sons 

p Ⅰ eSen 亡 ． 

一 a 「 ト ange any necessa Ⅰ y con 巾 a し も s wl 士 h ex 上 e Ⅱ nal se 「 vlCes. 

par 士 lculariy as 「 egards fl ト s 亡 ald, eme Ⅰ gen む y medlcal Care, 

「 escue wo 「 k a ハ d f@ Ⅰ e 一千 lgh 田 @n ヒ ． 

2. Pursuan 上士 o paragraph Ⅰ， 土 he employe Ⅰ shall, @n 土 e 「 

al@a. 十 0 「 ナ @ 「 s 士 ald. fl Ⅱ e 一 f@gh 士 lng and 士 he evac り a 士 @on of 

w0rkers, deslgna 圭 e 士 h 已 workerS requlred た o lmplem 心 n 士 s 口 ch 

m0as ⅡⅠ es. 

The numbe Ⅰ of such workers, 圭 helr 士 raln@ng and 士 he 

equipment@ available@ to@ them@ shall@ be@ adequate,@ taking 
a0coun 士 of 士 he slz0 and   o 「 specl 干 lc haza 「 ds o 帝土 he 
unde ト上 ak 。 ng and/oL es 丈 abl 。 shment. 

3. The emp@oyer shall     

(a) zas soon as posslb@e. lnformm al@ workkers 下 Vho are. 0 「 

may be, exP0sed 仁 o se 「 lous and lmmlnen 圭 dange 「 0 千 士 he 「 @sk 

lnvoived and of 七 he s 上 eps 十 ake ハ o Ⅰ 土 0 be 土 aken as Ⅰ e 甘 ards 

pro 十 ec 士 @on     

(b)@ take@ action@ and@ give@ instructions@ to@ enable@ workers@ in 
士 he even 七 o キ se 「 lo り s, l 皿 爪 lnen 士 and unavoldable dange 丘士 。 

s 士 oP work a ハ d/0 Ⅰ lm 帥 edla 圭 ely to leav 已上 he W0 戸 k place and 
proceed 圭 0 a pla0e of sa キ 0%y     

(c) sav ヒ ln excep Ⅱ i@onal cases テ 0r reas0ns d り ly 

subs 亡 a れ亡 la 土 ed, 「 e ナ Ⅰ a@n f 戸 o 肋 ask@n 圧 wo Ⅰ ke Ⅰ s 七 0 Ⅰ esume wo Ⅰ k 
@n a Ⅶ 0 Ⅰ k@ng sl 土 uat@on whe Ⅰ e 士 he て e ls s 士 l l @ a se 「 @ous and 

@mmlnen た dange 「． 

4. @0 「 ke 斤 s who, ln 十 he even 十 o モ s 旺 Ⅰ @ous, l 円 m@nen 十 and 

unavoldab@e danger. leave 士 helr works 士 a 廷 lon and/or a 
dange Ⅰ 0us a て ea may no 圭 be Placed a 士 any d@sadvan 士 age 

be し ause of 十 hel Ⅰ aG 士 lon and must be p て o た ec 士 ed a ヒ alns 士 any 

ha 「 m 十り l ヨ nd り n Ⅰ us 圭 @fled consequ ヒ nCes, ln aCco Ⅰ danCe ノ @ て h 
na 圭 lona@ laws and/o 「 practlces. 

Ⅰ 2 

 
 

 
 



5, 急迫した危険が 労働者が自ら 発生し、 又は 他人の安全にとって 直近で責任のあ る上級者 重大かつ と   

労働者に不注意又は 過失があ る場合を除き、 労働 
者は その行動のために 不利な立場に 置かされてば 
ならない。 

第 9 条 
事業者の各種義務 

l. 事業者 は， 次の措置を取らなければならない。   

ント を行っていること。   

し ) 体菜 4 日以上を招いた 労働災害について 一覧表 
を 作成すること。 

(d) 所管当局に対し、 各国法律及び / 又は慣例に従 
って労働災害に 関する報告書を 作成すること。 

2. 加盟各国ば、 企業活動の性質及び 企業規模か 
ら 考えて、 前項 (,) 及び (b) に関する文書の 作成、 並   

第 l0 条 
労働者への情報提供 

l. 事業者は、 企業及びⅠ 又は 事業所内の労働者 
及び / 又仕 その代表が特に 企業及び / 又は事業     

直 と活動 

(b) 第 8 条 2 項に従って取られた 措置   

労働者の雇い 主が、 関係の労働者に 提供されるべ   

う 、 適切な措置を 請じなければならない。 

3. 事業者は、 労働者の安全及び 健康の保護に 特   

っ きるよう、 、 自分の職責を 適切な措置を 遂行するため 講じなければならない。 次の情報を入手で 

(am 第 g 条第 l 項 a 及び b のり スク アセスメント 及び保護 

キ音 置 

(b) 第 9 条第 l 項 (c) 及び (d) の一覧表及び 報告書   
5. 丁 he employ 已 Ⅰ Shall ens 甘 Ⅰ e 七ぃ a Ⅰ al l wo Ⅰ ke Ⅰ s a Ⅰ e able, @n 

士 he even 下 o 干 se 「 lo 口 s and lm 田 @nen 十 dange Ⅰ 土 o 士 h0@ て OWn 

safe 圭 y and/o ド七 ha 士 o テ o 士 he て pe Ⅰ s0ns, and Where 土 he 

@ Ⅲ 巾 ed@ate s 臼 0e 「 l0 「「 esPo れ Slble can 且 o モ be co れ士 ac 士 ed. 士 。 

土 ake 工 h 巳 app ト op ァ la 士 e s 士 epS ln 士 he @ lgh 毛 o 干工 helr kno Ⅸ @edge 

a ハ d 士 he て ech り @cal means a 七十 hel Ⅰ d@5posal, 丁 0 av0ld 士 he 

c0nsequences o 千 s り c り dangeL, 
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(b) <dec@de on 士 he Pro0teec 七 @Ve measU Ⅰ eK 土 O be 十 aken and, l 千 

neCessary, 士 h ヒレ rD 工 ec 十 lve equipmen た干 o be used     
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2- 寸 ember S 上 a 士 es shall define. in 十 h 已 ligh 士 o 干 the na 土 u Ⅰ e 
0 ナて he aC 土 ivi 士 i 已 s and size o 下士 he unde Ⅰ 土 akings, 士 he 

0blig 住七 i0ns 士 o be me 七 by 土 he di 十干 ヒ Ⅰ en 士 ca 土ヒ g0ries of 

り nd ヒ r 十 akingS in respec Ⅰ o 千之 he drawing 一 Ⅰ P o 十七 he d0c と men 士 s 
p Ⅰ ovided fo Ⅰ in pa Ⅰ ag ア aph Ⅰ て a) and (b) and when preparing 
土 he d0Cumen た s p Ⅰ ov;ded 干 or ;n pa Ⅰ ag て aph Ⅰ (c) and て d). 
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the necessa 「 y lnfo て matlon                           

(a) て he sa 干 e 士 y and heal 士 h rlsks and p て o 上 ec 士 @ve and 

p Ⅰ even た lve measu 「 es and ac 七 @vl 土 @es @n 「 esPec 下 o 干 bo 士 h 土 he 

り Dde Ⅰ 士 aklng and/o/ es 土 abllshmen セ ln 目色 ne Ⅰ al a ぃ d each 上 yPe 

of wo 丘 ks 圭 a 圭 l0n and/or job     

(b) て he measurtes 十 aken purss Ⅱ zan 主上 0 Ar 上 lcle 8 (2 Ⅰ 

2, 丁 he employer shall 士 ake ョ pprop ト la 土 e meas り res so tha 土 

emp@oye Ⅰ s 0f Worke 「 s f 「 0m any ou 七 slde Under 土こ klngs and/0r 
es 士 abl@shments enga 呂 ed ln wo ト k @n h@s Ⅱ nder 土 aklng and/or 
巳 s 土 abl @shmen 士ト 0Celve. ln accordance Wl 士 h na 士 lonal laWs 

ョ nd/oo Ⅰ p Ⅱ aac 士 lces,                 lm 干 0 ㎜ a%@on                       圭 he 

p0ln 圭 s Ⅰ eferred 士 0 ln pa ド agrBph l く a) and く b) Whlch @s t 。 

be pr0vlded 土 o 士 he wo 「 kers ln q Ⅱ es 士 lon. 

3. Ⅰ he ヒ Ⅲ p@oye ド sha@l 右 a れ e 3pPr0pr@a 丁 e measu て es so 十 ha 士 

Ⅶ n ト Kke Ⅰ ss wl 七 rh SPeclfl 「 . flln 「 圭 llons ln prn0 士 lec 七 lng 士 he safe 土 yy 

and@ health@ of@ workers,@ or@ workers'@ representatives@ with 
specific@ responsibility@ for@ the@ safety@ and@ health@ of 
イ o Ⅰ ke Ⅰ S shall hav わ aCCeSs, 土 o           ou 十七 helr 干と n0 セ lons 

and in acco Ⅰ danCe Ⅶ l 士 h                           and/o 「 prac 土 lces. 七 。     

(a Ⅰ 士 he Ⅰ lSk aSseSSment and protectlVe measu 「 es 「 ら干 e 「 ト ed 

to @n A/ 七 @c に g (l) (a) and (b)     

(b)  士 he  lls 士 and  repor 士 s  refe Ⅰ red  七 o  @n  A Ⅰ 七 lcle  g  ( Ⅰ )  (   り 

and@ (d)     

(C) 土 he in 干 Orma 士 lon ylelded by pr0 亡 ec 士 @ve a ハ d prev 己 n 圭 lve 

measu 「 es. lnspec 士 lon a ピ enGles a ハ d b0dles responSlble 干 o Ⅰ 
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関から得られる 情報 sa 丁 e 十 y and heal 士 h 

第 Ⅱ 条 
労働者との協議及び 労働者参加 

l. 事業者は、 労働者及びⅠ 又は その代表と協議 
を 行い、 労働安全衛生に 関するすべての 問題の計 
講に 彼らを参加させなければならない。 

この前提条件として、 次の事項が行われ、 また、 認 
められなければならない。 

一 労働者との協議 

一 労働者及びⅠ又はその 代表が提案する 権 利 

一 各国法律及 び Ⅰ又 は 慣例に従った 調和あ る参加 

2. 労働者の安全及び 健康 に 特定の責任を 負う労 
勘考又はその 代表 は、 次の事項に関し、 各国法律 
及 び / 又は慣例に従って 調和あ る参加を保証さ 

ね なければならない。 、 事前かっ適切な 時期に事業者から 協議を受げ 

(,@ 金 と 健康に実質的影響を 及ぼすすべての 措置 

(b) 第 7 条第 l 項及び第 8 条第 2 項の労働者の 指名並 
びに第 7 条 第 ] 項の活動 

㈲第 9 条 第 Ⅰ 項 及 び第 ]OSi の情報 

(d@7 条第 3 項の適切な能力を 有する外部の 機関 
又は 人間の指名 

( 。 @@2 条の教育の計画及び 実施 

3. 労働者の安全及び 健康に特定の 責任を負う労働 
舌代表 は 、 危険要因を緩和しその 発生源を除去す   

4. 本条第 2 項の労働者並びに 本条第 2 項及び第 3 
項の労働者代表 @ 、 第 2 項及び第 3 項の活動を理由 
に 不利な立場に 置かされてはならない。 

5. 事業者は、 労働者の安全及び 健康に関する 特 
定の責任を負 う 労働者代表が 本指令に基づく 権 利 
及び職責を遂行できる よう 、 彼等に対する 報酬を減   

6. 労働者及びⅠ又はその 代表 は 、 事業者が取っ   

労働者代表 は ．所管当局に よ る監督の際に 自らの 
見解を述べる 機会が与えられなければならない。 

  
l. 事業者は、 次のような機会に 際し、 労働者各人   

一 採用時 
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This@ presupposes     

一 %he consul 七 a 士 lon o 千 workers, 

一十 he rlgh も 0f workers and/0r the@r Ⅰ ep Ⅰ esen 士 atlves 士 。 

make p 「 oposals, 

一 balanced parTlGlpa 十 lon @n acco 「 danCe 甘 l 七 h na 亡 lonal la 卸 s 
and/0 Ⅰ praC 士 l0eS   

2. W0 ト ke Ⅰ s o 「 w0 Ⅰ ke て s, Ⅰ eDres ヒ n 七 a 十 lves wi 土 h sP け cl キ lc 

responSlblll 十 y fo Ⅰ 十 he sa 干 e 土 y and heal 土 h of worke Ⅰ s shal 
走 ake pa Ⅰ 王 ln a balanCed way. ln acco Ⅰ dance Wl 士 h na 土 lona@ 

laws and/o Ⅰ p 「 aC 十 lCes, or shall be cons Ⅱ @ 亡 ed l 日 advance 
and ln g00d tlm 呂 by 七 he employeL wlth Ⅰ ega Ⅰ d 主 o: 

  

(a) an Ⅴ 屋 eas り Ⅰ e Wh@ch may s 口 bs 屯 an 土 lally af 干 ec 士 safe 上 y and 
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(e)@ the@ planning@ and@ organization@ of@ the@ training@ referred 
士 o in A Ⅰ 土 Ⅱ 引 e l2. 

3. Worke Ⅰ s. r ヒ p Ⅰ esen 士 a て ives Wi 士 h sp 号 cifi0 resp0nsib@li 七 y 
干 or the sa 干 0%y and hea@ 七 h 0 千 W0rkers shall have 十 he ri ヒ h 乞 

士 0 ask 士 he employe ト 七 o 土 ake appropLia 圭 e measu 「 es 宕 nd 士 。 

s り bmi 士 prop0sals 上 0 him 土 o 圭 ha 士 e ハ d モ o mi モ iga 十 e haza 丘 ds 

ナ o ト Wo て k 且 rs and/0 Ⅰ 十 o て emov 巳 s0urces 0 ヤ dan ミ er. 

4. 丁 he w0 Ⅰ k 廿て s referred 上 o ln pa Ⅰ a 呂ア aph 2 and 土 he w0 Ⅰ ke Ⅰ s   
rep 「 esen 士 a 七 lves 亡 efe Ⅰ ア ed to ln parag 「 aphs 2 and 3 may no 圭 

be placed a 士 a dlsadvan 士 a こ e beCa り se of 千 he@r Ⅰ espectlve 

ac て lvl 十 les 「 e 千 e Ⅰ「 ed 亡 o l Ⅱ pa 「 a こ 「 aphs 2 a Ⅱ d 3, 

5. Emp@oye Ⅰ Se: Im Ⅱ <St allow Worke Ⅰ s" repreesRn 十 ;a 十 lv 且 sS wl 土 h 
sDeGl 干 lc resDonsllblll 七 ly 干 o Ⅰ 土 he s3 千 etvy and healt Ⅱ of 

Ⅶ 0 Ⅰ kke 「 sS adeq り ca 亡 ee 亡 ifmme o 十干 wo 「 k, wl 士 hoU 士 loss o キ pay. and 

proVlde them W@th the necessary meanS to enab@e such 

ド eprieSe ハ十 a 七 @ves 士 o exe 「 tclse 七 hel 「「 @eh 圭 Ss and funC 士 lnns 

de 「 livlng f 「 Com 丈 hls D@ 「 nect@ve. 

6. W0rke ア s and70 「 thelr represen た a 十 lves are en 上 l 土 led t0 

appe こ @. ln a3cordance w@ 十 h na 士 l0nal law and/or pra0%lce, 
to 士 he au 士 hor@ty 「 esponslble for sa 十 e 土 y and heal 土 h 
p Ⅰ o ヤ ec 士 l0n a 土 Work @f 圭 hey cons@de Ⅰ 圭 ha 上上 h ヒ measures 

上 aken and 甘 he means empi0yed by 士 he emp@0yer a ご e 
lnadeq り a 士 e f0 Ⅰ 土 he p Ⅱ rposes 0f ens Ⅱ r@ng safe 干 y and health 

a 土 wDrk. 
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    The e 加 pDloye Ⅰ shal@ ens 甘 re 七 ha 士 eaCh wo 丘 ke Ⅰ recelves 

adequate@ safety@ and@ health@ training   ln Pa 「 士 lCUla 「 in the 

fo 「 nm of lnfo Ⅰ nma 七 lnn and lns 士 Ⅰ 甘 c 士 lons sP 硅 cclfl c 亡 o hls 
Wo て ks 十 Ea 士 lon o 「」 ob   

一 nn Ⅰ 拮 C Ⅰ． Jl%lment   

Ⅰ 4 

 
 

 
 



一転勤又は配置転換の 際 

一新しい作業機械の 導入 又は 機械の変更の 際 

一新技術を導入する 際 

教育については、 次のことが確保されなければなら 
なし Y 。 

一新しい又は 変化したリスクを 考慮に入れて 修正さ 
れること。 

一 必要な場合は、 定期的に繰り 返し教育されるこ 
と 。     

L'',,   

権 利があ る。     

許容する時間内に 行われなければならない。 
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一 ln the even 圭 of 士 he ln 士 ro ゴ uc モ lon o 十 any new 土 echnology   

The@ training@ shalI@ be     

一ヨ dap 士 eed 士 0 士 ake accoun も o キ new or changed Ⅰ lsks   and 

  repea 七 ed pe 汀 lod@cally l 十 necessary   

2. 丁 he 0mployer sha@@ ミ ns り Ⅰ e %ha 士 workers 干 Ⅰ om ou 士 slde 

Ⅱ nd0r 七 akln 甘 s and/0r es 士 abllshmen 士 s engaged @ れ work @n his 
Und0 Ⅰ 圭 aklng and/o Ⅰ es 七 abi@shmen 圭 have @n キ ac 士 Ⅰ e0elved 
appr0p Ⅰ @a 十 e lns 士 「 り Ctlo Ⅱ s Ⅰ ega Ⅱ d@ng heal 士 h and sa 千 e た y Ⅰ lSks 

d 廿 「 @ng 十 hel Ⅰ aC 十 lv@ 土 @e5 @n hls underTak@ng and   o Ⅰ 

es セ abl lshmen 七 ． 
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4. The       "   "                     士 0 in pa Ⅰ ag/aphs Ⅰ and 3 may no 七 

be a 十                     "               o Ⅰ a 上土 ha 士 o テて he 脚 o Ⅰ ke Ⅰ s" 

%ep て eesen モ at@ves   
The 士 ralnlng Ⅰ efer て ed 士 o ln parag Ⅰ aph Ⅰ mus 十七 ake p@ace 

ddllr@lng working ho り rs   
The 士 Ⅰ aln@ 斤 tg Ⅰ e ナ ee Ⅰ red ナ o l 几 paraa ど Ⅰ ヨ ph 3 mus 上土 ake place 

du 「 lng wo 「 k@ng hou Ⅰ s o て @n acCo 「 danCe 可 l 十 h na 士 @0nal 

                                Wl 土 h@n O て                 上 he                         and/co て 

the estab@ lshment. 
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E り 労働安全衛生の 改善を促進するための 施策の導入に 関する 
Ⅰ 989 年 6 月Ⅰ 2  日理事会指令 (89/391 作三 0  ) 

COUNC@L  D@RECTjVE  of  l2  June  l989  on  the  @n.troduction  of  meas りご es  to  encourage 
@no/ovemen 七 s  i Ⅱ the  safe 土 y  and  hea@ 七 h  of  wo ァ nkers  a 七 work(89/391/@ 玉 C 

( 仮訳 国際安全衛生センタ 一 )     
第 4 章 SECTION IV 

雑則 M[   CELLANEOUS@ PROVl   IONS 

第 l4 条 A れ @c は何 
健康診断 HeaIth@ surve@i 1 1ance   

例 に基づく措置が 導入されなければならない。 

2. 健康診断を受げられるようなものでなけれ 前項の措置 は 、 希望する場合、 労働者各人 ば ならまい。 穏 定期的に 

3. 健康診断 は 、 各国の健康促進制度の 一部として行うこと 
ができる。 

第 ls 条 
リスク対象集団 

特定のリスクのあ 険から保護されなければならない。 る仕事にた づ さわる集団は、 その特定の危 
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第 l7 条 
委員会 

Ⅰ・ 丁 0 色 nsure 士 ha 七ト o Ⅰ kers Ⅰ ecelve heal 士 h 
suwe@ llance app 「 opr@a 土 e 七 0 土 he health and safe 土 y 
丘 lsks 士 hey lnc Ⅱ r a 十 work, meas ⅡⅠ es sha@ l be 
ln セ Ⅰ oduCed @n acto Ⅰ dance wl 圭 h na 十 @onal laW and/o 「 

p Ⅰ ac 士 lces. 
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    Hea@t 捺 survve@llance may be p 「 covlded as Pa Ⅰ 七 

of@ a@ national health system ． 
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Par 士 lc Ⅰ @a ト ly sensi 七 lve Ⅰ @sk こ Ⅰ ouPs musT b ヒ P Ⅰ o 土 ec 土 ed 

agalns 上士 he dangers Whlch SpeclflGally a 十干 ec モ七 hem. 
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Ⅰ． Th0 00 世 nCl@, ac 十 l ハ 9 o ハ a p Ⅰ 0poS き l テ 「 om the 

Commlsslon based on A Ⅰ 七 lc@e Ⅰ ]Ba 0 ナ圭 he 丁 rea 土 y, 

shall adoP 土 @nd@vld り al Dl 「 eC 十 lves. @n 士 er al la. ln 

セ he areas l ls 士 ed ln ㌔ he Annex. 

2. 丁 hls Dl Ⅰ ectlve and. Wl 走 h0ut Prejudlce 士 o 土 he 

p 「 oCedUre Ⅰ e 千 e Ⅱ「 ed 十 o ln A Ⅰ tlcle Ⅰ 7 cDnce 「 nln 弩 

圭 eChn@cal adjUs 士 men 十 s, 士 he indlVldUa@ Dl ト eC 十 lves may 

be a 肋 ended j ニ acco ト danc0 wl 士 h 十 he p Ⅰ 0cedu 「 e p Ⅰ oVlded 

千 0 Ⅰ ln A 亡 土田 l 丑 ⅠⅠ 8a 0 十七 h 包 Trea 士 y. 

    The provisions of this Directive shall apply 

千じ @ l 士 o al l 士 he areas cov ヒ red by 士 he lndlv@d り al 

D@/eC 士 ilvRS   wl 士 uhou 士 P て ee Ⅰ LUdlce 土 o mo 「 ee s 士ト lngen 士 

and/or@ specific                                                             
lndiv@dUal D@ 「 eeCt@ves. 

 
   

Article@ 17 
Committee 

l. 次の事項を検討し、 第 l6 条 第 l 項 所定の個別的指令の 
純粋な技術的調整を 行 う ための委員会、 即ち 、 

一 専門事項の調和及び 標準化を目的とする 指令の採択及び 
/ 又は 

一 技術の進歩、 国際規則 X は技術基準の 変化及び新しい 研   

2. 巨 c 委員会代表は 、 取られるべき 措置に閲する 草案をこ 
の 委員会に提出する。   

Ⅰ． Ⅰ nr 十 he purely teGrtmleal adjus 土 lnmen 圭 sS tn 十 he 

fnd@vld Ⅰ ala Ol Ⅰ fec 十 llves prooVfdded fo Ⅰ i ハ A 「 亡 @ 「 .le @6 ( ⅠⅠ 

た 0 %ake accoLfn 十 o 干 ・ 

一土 he adoP 土 llon of Dl 「 ec 士 lvfe 、 s ln 士 h ヒヤ @e@d of 

techn@ca@ na 「 rnmon@za も lon and standa 「 ddlzatlon. and/o 「 

一 technlcaf prooe 「 eeSs, changees ln @nte 「 nnatlona@ 

「 egulat@ons o 「 speclflcatlons, and new f@ndlngs, 

the Commlsslon shal @ be ass@sted by a commlttee 
composed of 士 he rep 「 eesem 土 aa 十 lves of 士 he Membe Ⅰ S 士 a 士 ees 

and chalred by the Ⅰ ep 「 eeSen て aatlve o 干 the Comm@ss@on. 

    The representative of the Commission shall subml 七 

圭 o 土 he c0mml 上土 ee a dra テ士 0 千 士 h 呂田 easUres 士 o be 
taken. 

The commlttee shal @ de@lve Ⅰ lts oplnlon on the draf た 

wlthln a tlme llmlt whlch the chalnmaan Ⅲ ay iay down 

accorodlne も n the Ⅱ 斤 eency o ナ the 仙 a 上て er. 
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決される。 

本委員会各委員の 投票数の計算 は 、 同条所定の方法によ 
り， 重み付げを行 う 。 議長 l ま 投票しない。 

3. 本委員会の見解が 草案に賛成の 場合は、 巨 c 委員会 は 
この草案を採択しなければならない。 

  
  

ばならない。 

第 l8@ 
最終規定   

加盟各国 ければならない。 は 、 発効させた時ほその 旨 、 EC 委員会に通知しな   
  

らない。 

  

ない   

乗 - ム 一   

報告書を提出しなければならない。 

第 @9 条 

本 指令は、 加盟各国あ てに発する。 

l3R9 年 6 月 lZ 日 、 ノ レウセンブルバにおいて 採択した。 

欧州理事会を 代表して 
議長 

M. CHAVES GONZAL 巨 S 

(1) OJ No C l41.30.5.. l988.p. l   
(2)@OJ@No@C@326.@ 19.@12.@1988.@p@ 102.@and@oJ@No@C@ 158 ． 26   
6. l989   
Cg 0JNo C l75,4. 7. l988.p.22   
(4) 0 Ⅰ N0C28.3. 2. @988.p.3   
(5)0U No C 28.3. 2. l988.p l 
(6)@OJ@No@L@327 ， 3.@ 12.@1980.@p@ 8   
(7)@OJ@No@L@356.@24.@12.@1988.@p ， 74   
(8) OJ NoL l85.9. 7. l974.p.. l5   
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The oplnlon s Ⅱ all be del@Ver ヒ d by 七 he ma り or@ty lald 

d0Wn ln A Ⅰ 十 @cl 三 Ⅰ 且 8 (2) of 圭 h 三丁Ⅰ ea 土 y @n ヤ he case of 
deClS@ons whlCh 七 %e CounCll ls Ⅰ eq 口 @red 工 o ad0p 士 on 

a p Ⅰ oposal 干 Ⅰ om モ he Co 爪爪 lssion. 

The vo 七 ee.s lrf Ⅰ he て ep 「 ヒ ． sen 士 2a 士 llVes of 土 he Member 

S 士 za も fces wl 士 h@n 七 he comm@ て士 ee sh ユ l @ be welighted ln th0 

manne Ⅰ se 七 out ln 七 h 西屯 Ar も lcle, 丁 he chal Ⅰ 巾巨 n s Ⅰ za@ i 
nn Ⅰ vo 主ヒ． 

3.@ The@ Commission@ shall@ adopt@ the@ measures@ envisaged 
lf 士 hey are in accordance with the opinion of the 
C0@ 晒 Ⅲて士 03   

If@ the@ measures@ envisaged@ are@ not in accordance with 
the@ opinion@ of@ the@ committee   O Ⅰ it no opinion is 

                      the Commission shall                               
submit@ to@ the@ CounciI a proposal re@atlng 土 o エ he 
measures@ to@ be@ taken   The CounciI shall act by a 
qualified@ majority   

lf, on 士 he expiry 0f 十 hree mon 士 hs from 七 he da 十 e of 
士 he refer て al 士 0 %he Councl l   the Counci！ has not 

a0%ed                                                                             
Co 打 nmlmlsslo Ⅱ   

A て士 lcle Ⅰ 8 
Flnal provlslons 

Ⅰ． 劫 ember K 土 :a 土 tes shal @ br@n ま ln 士 fo fnrrce 七 he laws, 

「 eg Ⅱ @at@ons and admlnls 士 Ⅰ atlve prov@slons necessa て y 
to cornply wlth thls Dlrectlve by 3l December l992. 

Ⅰ h ヒ y shall 十 0 Ⅰ 土 h 寅 ith in ヤ 0 Ⅰ m 士 he C0mmission 土 hereof   

2.@ Member@ States@ shal l@ communicate@ to@ the@ Commission 
士 he 十 ex 毛 ss Q 十七 he prooVlslons Of na 十 llonal law  which 

十月 ey have already と dop 士 ed 0r ad0pt @n 土 he ヤ ield 

COvered by た hls Dl Ⅰ eC 士 @Ve   

3, 朋 ember S 十 a 土 ees shal @ repo て上士 o 十 he CnmmlsSll0 Ⅱ 

eve Ⅰ vy flve yearsS on the praactlcal implementation of 

the@ provisions@ of@ this@ Directive,@ indicating@ the 
Dolrv 士 ss O テ Vlew O 干 eniD@oV 巳 Ⅰ s and wo 「 k ヒト s   

The@ Commission@ shall inforiii the European Parliament   
the@ Counci   ,@ the@ Economic@ and@ Social@ Committee@ and 
th 巳                   co ㎜ @ た士 ee  。 n  s 己干 e 十 y                   and  Hea は h 
P ト o 十 eC%@on a 十 Work.   

旺 Ⅱ ropean Parlllamen 士   the Counc（I and the Economic 

and@ Social@ Committee@ a@ report@ on@ the@ implementation 
of@ this@ Directive   taking into account paragraphs 1 
士 0 3. 

A ㎡㎏ le  Ⅰ g 

ThlS Dl 「 ec 十 lve ls add ト ess ヒ d 七 0 士 he 苗 embe Ⅰ S 士 a 士 es   

Done  at. Luxembourg,  l2  June  l989. 

Ⅰ or  圭 he  Counc@ @ 
The  Prnesident 

朋音 CHAVES  GONZALES 

158   26       1989   く 3)  0J  No  C  Ⅰ 75 Ⅱ l988.  p-  22 

(6) 0J No 」 327. 3. l2. l980 ． p. 8   
(7)@ OJ@ No@ L@ 356 ， 24.@ 12.@ 1988.@ p ． 74   

  

31 （ ( 5 め ） 00 ⅠⅠ NN o0 0C 22 8,8. ふ よ とふ ll 99 88 8,8, 口 出 

(8)@ OJ@ No@ L@ 185 Ⅱ l974. p. l5 

  

 
 

 
 

 
 



巨り 労働安全衛生の 改善を促進ずるための 施策の導入に 関する 
て 989 年 6 月 m2  日理事会指令 (89/391/E 三 C  ) 

C0UNCl し DlRECT@VE  o 干 12  りりつ e  1989  0 ロ上 he  @n 七 Ⅰ oduG 士 @Dn  of  measU Ⅰ es  士 0  enc0u Ⅱ 伍 ge 

im 口 rovemen 十 s  in  七 he  safe 七 y  and  heal 七 h  o 十 w0rkers  a 七 w0rk(89/391 ソ旺 C 

( 仮説国際安全衛生センタ 一 )   
附則 ANN ヒ X 

第 lB 条第 ] 項 所定の個別的指令の 対象分野一覧表 Lls て of areeas re 千 ee ⅠⅠ ed to ln Ar 十 ir@r e l6 (l) 

一作業場 一 Hork 口 laCees 

一作業用機器 一 Wo Ⅰ kk  eqUipnlen 十 

一 保護具 一 Personal protective  equiDln 巳 nnt 

一 VDT 作業 一 Work  wi 七 h  visual display  unitts 

一腰痛のリスクのあ る重量 物 取扱い 一 Hand@ing  o ナ heavy  @oads  involving  risk  of  back 

inJury 

一 臨時又は移動作業場 一 TemPo Ⅰ sa 「 vy o Ⅰ mobl lQ Ⅶ o 「 k sl 土 Ies 

一 漁業及び農業文書終了 一ト lshe て iles and ag ア lC Ⅰ l 士 uree End of 士 he documen 七 
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㈱則の名称、 施行及び定義 ) 

第二条 この規則は 、 1999 年労働安全衛生管 

理規則と称し、 1999 年 12 月 29 日から施 

行・する。 

2  この規則において、 次に掲げる用語の 意義は 

それぞれ次に 定めるところによる。 

1 9Q6 年注 1 996 年雇用木鯛」、 法をいう。 

アセスメント 第 3 条の規定に基づき 雇用主父 

は 自営者により 実施され、 又は変更されたア 

セスメントをいう。 

児童 (a) イングランド 及びウェールズにお 

いては 1 99 6 年教育法第 8 条に定める義務 

教育年齢を超えない 者をいい、 (b) スコット 

ランドにおいては 1 9 80 年スコットランド 

教育法第 3 丁 条 に定める学校教育年齢を 超え 

ない者をい う 。 

労働者派遣 業 自らが雇用している 者㎝ 合 員を 

除く。 ) を 他の者のためにその 管理下で就業す 

べく派遣する 事業 ( 当該事業が利益を 生ずる 

か否か 、 他の事業と連結して 運営されている 

かを問わない。 ) をい う 。 

有期雇用契約 予め定められた 期間の 、 又は関 

連する状況から 予め確認さね 得る特定の期間 

の 雇用契約をいう。 

出産 生産 又 @% 到底 24 週以降の死産をいう。 

妊産婦妊娠 し 、 過去 6 月以内に出産し、 スは 

母乳を授乳している 労働者をいう " 

防止及び 防言費 まき 置 雇用主又は自営者が、 アセ 

スメントの結果、 関係法令の規定及びⅠ 99 

7 年火災予防 けヰ 三業 場 ) 規則第 2 章により、 

自らに課された 要求事項及び 禁止事項を遵守 

するため講ずる 必要のあ る措置として 特定し 

た事項をいう。 

若年者 1 8 歳未満の者を いう 。 

3  ( ロを ) 

( 本 規則の非適用 ) 

第 2 条外観 則は 、 航海中の船舶の % 浸 若しくは 

乗組員 又は 船長の指揮下における 船舶乗組員の 

    
一 " 。 " 一 "" 一一 

通常の船内業務 こ 係るこれら者の 雇用主又は当 

該船長若しくほ 乗組員との関係には 適用しない。 

2  第 3 条第 4 項及び第 5 項、 第 1 0 条第 2 項並 

びに第 1 9 条は、 臨時 X は短期間の業務 ( 個人 

の家屋における 家事業務及び 家族事業における 

若年者に有害でない、 危害を与えない、 又は危 

険 でないとして 規定された業務を 含む。 ) には適 

用しない。 

( リスクアセスメント ) 

第 3 条雇用主は、 関係法令の規定及び 1 9 9 7 

年火災予防 ( 作業 易 規則第 2 章により課され 

た要求事項及 び 禁止事項を遵守するため 講ずる 

必要があ る措置を特定することを 目的とし、 次 

に掲げるリスクについて、 適切かっ十分なアセ 

スメントを行わなければならない。 

a) 業務中に労働者がさらされる 安全及び健康 

に対するリスク 

bb) 雇用関係のない 者の安全及び 健康に対する 

リスクであ って、 雇用主の事業の 実施から生 

じ、 又はそれに関係するもの 

2  自営者は、 関係法令の規定により 課された要 

求事項及び禁止事項を 遵守するため 講ずる必要 

があ る措置を特定することを 目的とし、 次に掲 

げるリスクについて、 適切かつ十分なアセスメ 

ントを行わなければならない。 

㈲業務中に自らがきらされる 安全及び健康に 

対するリスク 

㈲雇用関係のない 者の安全及び 健康に対する 

リスクであ って、 当該自営者の 事業の実施か 

ら生じ、 又はそれに関係するもの 

3  雇用主又は自営者は、 次に掲げる場合には、 

前 2 項に係るアセスメントを 見直さなければな 

らない。 

㈲アセスメントが 既に有効ではないと 疑われ 

る理由が存するとき 

① ) アセスメントに 関連する事項に 重要な変化 

があ ったとき。 この場合において、 見直しの 

結果アセスメントを 変更する必要があ るとき 

は 、 雇用主父 は 自営者は、 当該アセスメント 

を変更すること。 
4  雇用主 は 、 若年者の安全及び 健康に X 寸つ るジ 

スクに関して 第 1 項及び次項の 規定による アセ 
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スメントを実施し、 又は見直していない 場合は、 

若年者を雇用してはならない。 

5  若年者を雇用し、 又は雇用しょうとする 雇用 

主は、 アセスメントの 実施又は見直しに 際して、 

次に掲げる事項について、 特に、 考慮しなけれ 

ばならない。 

(a) 若年者の未経験さ、 リスクの認識の 欠如及 

び未成熟さ 

め ) 作業場及び作業台の 器具 及 U 酒己 置 

は物理的、 生物学的及び 化学的な要因への 曝 

露の，性質、 程度並びに期間 

(d) 作業用設備の 形状、 範囲及び用途並びにそ 

の取扱 か法 

(e) 工程度 て丹舌 動の組織 

(@) 若年者にそ〒 ぅ、 又は行おうとする 安全衛生 

教育の範囲 

七 ) 労働における 若年者の防護に 関する理事会 

指令 94/33 席 C 囚 別表に掲げられた 要因、 工 

程及び作業によるリスク 

6  5 人以上の労働者を 雇用する雇用主は 、 次に 

掲げる事項を 記録しなければならな b 、 

(a) アセスメントによって 明らかになった 重要 

" 報 
(b) アセスメントにより、 特に、 リスクにさら 

されていると 認められた労働者の 力トープ 

( 適用されるべき 防止 原貝 lJ) 
第 4 条雇用主は、 防止及び 紡護 のための措置を 

講じようとするときほ、 本 規則別表第 1 に 示さ 

れた原則を基本として 当該措置を講じなければ 

ならない。 

( 安全衛生の方策 ) 

第 5 条雇用主 は 、 事業活動の・ 性質及び事業の 規 

模に応じ、 防止 及て弛 防護 牛昔 置の効果的な 計画、 
  

組 併哉 、 管理、 監督及び見直しのため 適切な方策 

を 講じ、 かっ、 有効なものとしなければならな 

レ Ⅰ 0 

2  5 人以上の労働者を 雇用する雇用主は、 前項 

の方策を記録しなければならない。 

( 健康 調喬 

第 6 条雇用主は、 アセスメントにより 労働者の 

安全及び健康へのリスクを 認めたときば、 当該 

労働者に対し、 当該リスクに 応じた適当な 健康 

調査の実施を 確保しなければならない。 

( 安全衛生 ネ斬 主音 ) 

第 7 条前項及 び末 項の規定に該当する 雇用主 は 、 

関係法令の規定及び 1 99 7 年火災予防 ( 作業 

場 ) 規則第 2 章により課された 要求事項及び 禁 

止事項を遵守するため 講ずる必要があ る措置の 

実施にあ たって 、 自らを補佐する 十分な能力を 

有する者を工人以上任命しなければならない。 

2  雇用主は、 前項の規定に 基づき補佐者を 任命 

するときは、 自らと当該補佐者の 間での適切な 

協力を確保するための 方策を講じなければなら 

ない。 

3  雇用主は、 事業の規 計経 労働者がさらされる 

リスク及び事業の 実施を通じたリスクの 分布に 

応じ、 前項に基づき 任命した者の 数、 当該者が 

その 耳勒 努の履行に充てることができる 日朝田及び 

当該者のとることができる 手段を十分に 確保し 

なければならない。 

4  雇用主は、 第 1 項の規定に基づき 任命した者 

が 同項に定められた 耳翻 努を適切に実行できるよ 

う、 次の措置を講じなければならなり、 

(a) 当該者が自らの 雇用する者でないときは、 

自らの事業活動により 他者の安全及び 健康に 

影響を及ぼすことが 知られ、 又はその疑いが 

あ る要因に関する 情報を提供すること 及び第 

10 条各号に掲げられる   清 報を知ることがで 

きるようにすること。 

(b) 当該者のすべてに 対し、 自らの事業で 働い 

ている者のうち、 有期雇用契約により 雇用さ 

れているもの 又は労勤 都 派遣 業 において雇用 

されているものに 関する情報を 提供すること。 

5  第 t 項及び第 8 項の寸 づキな 能力を有する 者は、 

第 t 項の措置の実施を 適切に ネ 朝生することがで 

きるだけの十分な 研修及び経験 スは 知識並びに 

その他の資質を 有するものでなければならない。 

6  第 1 項の措置を自ら 適切に実施することがで 

きるだけの十分な 研修及び経験、 又は知識及び 

その他の資質を 有する自営者であ って、 他者と 

ともに作業を 行わないものについてほ、 同項を 

適用しない。 
/  共同で争業を ら‥一 一 " " 打 "-  ず "c " い る個人の雇用 - @ " " 一一 王のつ " " " " 

少なくとも工人が 次に掲げる事項を 行 う のに 必、 
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要 な十分な研修及び 経験、 スは 知識及びその 他 

の資質を有するときば、 当該個人には 第 1 項を 

適用しない。 

(a) 関係法令の規定に よ り自らに課された 要求 

事項及び禁止事項を 遵守するため 講ずる必要 

があ る措置を実施すること。 

bb) 関係法令の規定により 他の共同事業者に 課 

された要求事項及 び 襟止事項を遵守するため 

当該共同事業者が 講ずる必要があ る措置を実 

施するに当たって、 これらの者を 支援するこ 

と。 

8  雇用主は、 その雇用する 者の中に第 1 項の目 

的からみて十分な 能力を有する 者がいるときは、 

当該者を雇用関係のない 者に優先して 任命しな 

ければならない。 

( 重大かっ急迫した 危険及び危険区域に 対す 

る手 Ⅱ 旬 

第 8 条雇用主は 、 次の措置を講じなければなら 

ない。 

(a) 事業場において、 就業中の者に 対する重大 

かっ急迫した 危険が生じた 場合に従 う べき適 

切な手順を定め、 必要な場合にばそれを 発動 

すること。 

㏄ ) 事業場内の就業中の 者がいる施設からの 避 

難に係る前号の 手順を実施する 能力を有する 

者を、 十分な数指名すること。 

㈲ 関係労働者が 十分な安全及び 健康に関する 

指示を受けていない 時は、 安全及び健康の 面 

から接近を制限する 必要があ る占有区域にい 

ずれの労働者も 近づかないようにすること。 

2  第 1 項 ( めの一般 柑こ 反することなく、 同項 

に係る手順には、 次の事項が含まれなければ 

ならない。 

(a) 実施可能な限りにおいて、 就業中に重大か 

つ急迫した危険にさらされるすべての 者に対 

して、 危険の性質及び 当詫竜 険から当該者を 

防護するために 取られ 又は 取られようとする 

対策に関する 情報を提供すること。 

① ) 関係者が重大かっ 急迫した不可避の 危険 

にさらされている 場合において ( 必要ならば、 

指導及び 指 小がない状況並びに 当該関係者 の 

有する知識 及 WM@ 楕 % 勺 手段の点における 適切 

な 対策を講じることにより ) 、 当該関係者が 作 

業を中止し、 直ちに安全な 場所に移ることが 

できること。 

㈲ 正当に実証された 理由を有する 例外的な 

場合 ( 当該場合及び 理由は、 手順に明示され 

ていなければならない。 ) を除き、 重大かつ 急 

過 した危険が残る 状況においては、 関係者に 

業務の再開を 求めないこと。 

3  第 1 項㈲の十分な 能力を有する 者は、 同項の 

避難の手順を 適切に実施できるだけの 十分な訓 

練及び経験 又は 知識その他の 能力を有する 者で 

なけれ ば ならな レ ㌔ 

( 外部機関との 連絡 ) 

第 9 条 すべての雇用主は、 特に救急措置、 緊急、 

医療及び救助業務に 関し、 外部機関との 必要な 

連絡が確保されるようにしなければならない。 

( 労働者のための 情報 ) 

第 「 0 条 雇用主は、 労働者に対し、 次に掲げる 

喜劇 こ 関する 包 ポ部 り 情報及び関連情報を 提供し 

なけれ ば ならな し 、 

(a) アセスメントにより 確認はれた安全及び 健 

康に対するリスク 

㈲防止及び防護の 措置 

㈲第 8 条第 1 項㈲ @ こ 係る手順及び 1 9 9 7 

年 火災予防 ( 作業場所 ) 規則第 4 条第 2 項㈲ 

に係る措置 

㈹第 8 条第 1 項㈲に係る手順及び 1 9 9 7 

年火災予防 ( 作業場所 ) 規則第 4 条第 2 項㈲ 

に基づき指名した 者の身元 

(e) 第 f l 条第 1 項㈲に基づき 通知された り 

スク 

2  雇用主は、 児童を雇い入れしょうとするとき 

は、 当該児童の親に 対し、 次に掲げる事項に 関 

する包括的情報及び 関連情報を提供しなければ 

ならない。 

(a) アセスメントにより 確認ほれた安全及び 建 

康 に対するリスク 

㈲防止及び防護の 措置 

㈲ 第 1 1 条第 1 項㈲に基づき 通知されたリ 

スク 

"  づ @  崎 仏 ( " 親権 い ルーム～ 百 "" 正義Ⅰ 、 

( 協力と調整 ) 
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第 「 1 条 2 以上の雇用主が、 臨時あ るい は 恒常 

を問わず ェ の作業場所を 共同して使用するとき 

は、 当該雇用主は、 それぞれ、 次の措置を講じ 

なければならない。 

(a) 関係法令の規定及び 1 9 9 7 年火災予防 

( 作業場 ) 規則第 2 章により課された 要求事 

項及び禁止事項を 遵守するため 必要があ る限 

り、 他の関係雇用主と 協力すること。 

㈲ ( 事業活動の性質を 考慮しっ っ、 ) 関係法令 

  の 規定及び 1 997 年火災予防 (4% 能易規 
則 第 2 章により課された 要求事項及び 禁止事 

項を遵守するため 講ずる措置と 他の関係雇用 

主が当該法令により 課された要求事項及び 禁 

止事項を遵守するため 講じている措置とを 調 

整するための 妥当な方策を 講じること。 

㈲事業の実施から 生じ、 又はそれに関連して 

発生する労働者の 安全及び健康に 対するリス 

クに関し、 他の関係雇用主に 情報を伝える 妥 

当な方策を講じること。 

2  前項 (1 997 年火災予防 ( 作業場 ) 規則第 

2 章に係る部分を 除く。 ) の 規定は 、 10 作業場 

所を 、 自営者と共同して 使用する雇用主及び 他 

の自営者と共同して 使用する自営者に 準用する。 

他の雇用主又は 自営者の事業場内で 働く者 ) 

第 1 2 条雇用主又は 自営者は、 自らの事業にお 

いて外部の事業に 所属する労働者が 就業してい 

るときは、 当該労働者の 雇用主に対し、 次に掲 

げる事項に関する 包ォ 部勺 な情報を提供しなけれ 

ばならない。 

(a) 自らの事業の 実施から生じ、 又はそれに関 

連して発生する 当該労働者の 安全及び健康に 

対するリスク 

㈲関係法令の 規定及び 1 99 7 年火災予防 

( 作業場 ) 3% 則 第 2 章により自らに 課された 

要求事項及び 禁止事項が当該労働者に 関係す 

る場合において、 それらを遵守するために 講 

"" 措置 

2  前項 (1 99 7 年火災予防 ( 作業場 ) 規則第 

2 章に係る部分を 除く。 ) の 規定は、 自営者が双 

項の雇用主又は 自営者の事業において 働いてい 

一 る場 "-@" i 日ヤ」 ，ゴレ                                   

3  雇用主にあ ってはその事業に 就労している 自 

らの労働者ではない 者のすべてに 対し、 雇用主 

ではない自営者にあ っては自らの 事業に就労し 

ている者のすべてに 対し、 それぞれ当該雇用主 

又は自営者の 事業の実施から 生じるそれらの 者 

に対するリスクに 関して、 適切な説明及び 包括 

的な情報を与えるよ う にしなければならない。 

4  外部の事業に 所属する労働者が 自らの事業に 

就労している 雇用主は 、 次に掲げる措置を 講じ 

なければならない。 

(a) 当該労働者が 関係する限りにおいて、 避難 

の手順を実施させるために 第 8 条第 1 項① ) 

に基づき指名した 者を当該労働者の 雇用主が 

知ることができるよ う 、 十分な情報を 提供す 

ること。 

bb) 当該労働者が 関係する限りにおいて、 避難 

の手順を実施させるために 第 8 条第 1 項㈲ 

に基づき指名した 者を当該労働者が 知ること 

ができるよ う 、 十分な情報を 伝えるための 妥 

当な方策を講じること。 

5  前項の規定は、 自営者が雇用主の 事業に就労 

する場合について 準用する。 

( 能力及び教育 ) 

第 1 3 条雇用主は、 労働者に業務を 委ねるとき 

は、 当該労働者の 安全及び健康に 関する能力を 

考慮しなけれ ば ならない。 

2  雇用主は、 労働者が 、 次に掲げるときに 十分 

    安全 " 衛生教育を受けることができるようにし 

なもればならない " 

(a) 雇用主の事業に 雇い入れられたとき 

も ) 次に掲げる理由により、 新しいリスクにさ 

らされ、 又はリスクが 増大するとき 

  け 当該雇用主の 事業内において、 異動が 

あ り、 刀 胡散 責に 変更があ つたとき 

(ii) 当該雇用主の 事業内において、 新しい 

作業設備が導入され、 又は使用中の 作業設 

備に変更があ ったとき 

( 面 ) 当該雇用主の 事業に新技術が 導入され 

たとき 

( Ⅳ ) 当該雇用主の 事業内において 新しい 作 

案システムの 導入又は既存の 作業システ 
" " 六市ュ。 ょ ユ ー ， キ " 
ム @ 」篆 文ル " ソ /"/' しこさ 

3  前項の教育は 、 次に定めるところによらなけ 
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ればならない。 

㈲適当な場合、 定期的に繰り 返し実施するこ 

と 。 

㈲関係労働者の 安全及び健康に 対する新しい 

リスク 又は 変化したリスクを 考慮し内容を 変 

更すること。 

㈲労働時間内に 実施すること。 

( 労働者の義務 ) 

第 1 4 条 労働者は、 関係設備の使用に 関して自 

身が受けた教育、 及び関係法令の 規定により雇 

用主に課された 要求事項及び 禁止事項に適合さ 

せるため当該雇用主が 当該労働者に 行った当該 

使用に関する 指示に基づき、 当該雇用主により 

当該労働者に 提供されたすべての 機械、 設備、 

危険物、 輸送設備、 生産手段又は 安全装置を使 

用しなければならない。 

2  労働者は、 次に掲げる作業 状 態又は事項が 当 

該労働者の安全及び 健康に影響を 及ぼし、 又は 

当該労働者の 就業中の活動から 生じ、 若しくは 

それに関連して 発生し、 かつ、 これま ゼ に雇用 

主又は当該雇用主の 労働者であ って労働者の 安 

全及び健康に 関し特定の責任を 有する者に報告 

していないときは、 これらについて、 当該雇用 

主又は当該者に 報告しなければならない。 

( め労働者の教育 及 U 滞旨 示を受けた者が、 通常、 

安全及び健康に 対する重大かつ 急迫した危険 

を呈したと考えるであ ろう作業状態 

㈲労働者の教育 及 m サ旨 示を受けた者が、 通常、 

雇用主の安全及び 健康に対する 防護対策に欠 

陥があ っだと考えるであ ろう事項 

WG 時の労働者 ) 

第 1 5 条 雇用主は、 有期雇用契約に 基づき雇い 

入れた者に対し、 当該者がその 用 勒 努を開始する 

前に 、 次に掲げる事項に 関する包括的な 情報を 

提供しなければならない。 

(a) 当該者がその 業務を安全に 行お う とする際、 

当該者が有するべき 職業資格又は 技能 

㈲関連法令の 規定により当該者に 行われるこ 

とが要求されている 健康調査 

2  雇用主及び自営者は、 その事業において 就労 

尹る労 ・勘者派遣 業 に雇用さ J, A 、 ムる 者に対し、 次の 

事項に関する 包括的な十 譲 % を提供しなげ 牙 rM はな 

らない。 

(a) 当該者がその 業務を安全に 行お う とする際、 

当該者が有するべき 職業資格又は 技能 

㈲関連法令の 規定により当該者に 行われるこ 

とが要求されている 健康調査 

3  雇用主及び自営者は、 その事業に労働者派遣 

業を行っている 者の労働者が 就労しようとする 

ときは、 当該者が次の 事項に関する 包芋部勺 な情 

報の提供を受けることができるようにしなけれ 

ばならない。 

( め 当該労働者がその 業務を安全に 行おうとす 

る際有 すべき職業資格又は 技能 

㈲当該労働者が 充てられる仕事が 当該労働者 

の安全及び健康に 影響を及ぼすおそれがあ る 

ときは、 当該仕事の特徴 

関係労働者派遣業を 行っている者 は 、 前段の 

規定により提供された ， 清 報を当該労働者に 付与 

するようにしなければならない。 

( 妊産婦のためのリスクアセスメン け 

第 l G 美事業に従事する 者に出産年齢の 女性を 

含み、 かつ、 業務が、 女性の状態によっては、 

その工程、 労働条件又は 物理的、 生物とぎ も り若し 

くは化学的作用 物佑壬娠 中の労働者 及 0 噺噺 産婦 

又は母乳による 授乳中の労働者の 就業における 

安全及び健康の 改善を促進するための 措置の導 

入に関する理事会指令 9 オ 85 伍 EC[l1] 別紙 1 及 

び別紙 2 に示されたものを 含む。 ) により、 妊産 

婦又は その乳幼児の 安全及び健康に 対するリス 

クを含むときは、 第 3 条第 1 頃 のリスクアセス 

メント は 、 これらのリスクのアセスメントを 含 

むものでなければならない。 

2  労働者が一人であ る場合において、 雇用主が 

関係法令の規定により 要求されるいかなる 対策 

を講じても双項のリスクを 避けることができな 

いときであ って、 妥当かつ当該リスクを 避ける 

ときほ、 当該労働者の 労働条件又は 労働 u 離 苛を 

変更しなければならない。 

3  労働条件若しくは 労働時間を変更するが 妥当 

でないとき又は 当該リスクを 回避できないとき 

は、 1 ggf 年 法第 f6 7 条にしたがって、 当該 

リスクを避けるために 必要な間、 当該労働者の 

就業を停止しなければならない。 
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自主的な安全衛生活動の 促進により、 労働 災 

生水準の向上に 資すること。 

" 一 " 一 """ 一 " 一 一 """     "" 一一 " 一一 

    : ず 。   この計画を実施運用するごとに 

  より危険又は 有害要因を除去文ぼ 低       

事業者によ シ テ   
    

  

 
 

 
 



つ @ コーチ が 

  、 「過去の災害に 学ぶ 

きています。 また、 災害が ど 発生していない 事業場 て 、 労働 災 ひ お る と う ことには必ずしもなりまぜ ん 。 これからは、 この危険性を 事前 

こ 行う必要があ ります ; このことが、 指針第 6 条で求められています。 

生 パトロール、 安全衛生診断、 KY 活動、 リスタアセスメント 等があ ります。 

で   アセスメント   は 、 職場に存在する 危険有害要因 ( ハザード ) を 

リスク ) の程度 (lJ スタレベル )   を明らかにし、 この程度に応 

な 事項 ( 対策 ) を決定するための 手法です。 安全衛生パトロ 

自   ，論理的に実施する 点に特徴があ ります。   

全 化や安全衛生水準の 向上に結びついていきます。 - 
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つ 危険有害要因 ( ハザード ) について予想される 2) 労働災害による 被害の重大性の 区分と配点 
労働災害の発生の 可能性の区分と 配点 
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々の危険有害要因めリスクを 許容可能なリスタかどうか、 すな 

  要か 策の優先順位を 判断します。 

  
  対策が必 ) て、 そ 
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リスタアセスメントの 導入により期待できる 効果は 、 次のとおりです。         

施 後の許容可能なリスタを 上回る分のリスク ( 残留リスク ) を含む。 ) 。 

4. リスタレベル ( 低減対策の緊急性 ) を踏まえ、 技術。 人材。 資金などを総合的に 考え対策を検討で 

きるので、 費用対効果の 観点から合理的な 対策が実施できます。 

部長 課長 推進者 作成者 

対象工程 名 : 第一製造ライン 00 加工工程 
妻霞寄鱒 勢至 雙 無愛 眩 。 睡群蓉 :;"; 農薮勇           
皿 急迫したリスク 否 20 以上 実施年月日 :  年 月 日 @  年 月 日 

Ⅱ 根生程度のリスク 否 ィ 9 し Ⅱ 報告書作成口 :  年 月 日 

1 小さいリスク 可 i0 以下 実 施 者     

 
 



職場環境の形成の 促進を図り、 もって事業場における 安全衛生の水準の 向上に資することを 目的とする。 

第三条 この指針は、 危険又は有害要因等を 考慮しながら．労働安全衛生マネジメントシステムを 確立し 
ようとする事業者に 適用する。 

捷 5 条 この指針 は 、 労働安全衛生法 ( 昭和 47 年 法律第 57 畳 ) の規定に基づき 機械、 設備、 化学物質等に 
よる危険 x は健康障害を 防止するため 事業者が講ずべき 具体的な措置を 定めるものではない。 

第 4 条 この指針において 次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に 定めるところによる。 
一 労働安全衛生マネジメントシステム 事業場において、 安全衛生方針の 表明、 安全衛生目標の 設定、 

安全衛生計画の 作成、 実施及び運用並びに 安全衛生計画の 実施状況等の 日常的な点検及び 改善 ぜ びに 一 

定の期間ごとに 行 う 当該安全衛生方針の 表明から安全衛生計画の 実施状況等の 日常的な点検及び 改善ま 
での一連の過程の 見直し等を連続的かつ 継続的に実施する 安全衛生管理に 関する仕組みであ って、 生産 
管理等事業実施に 係る管理に関する 仕組みと一体となって 実施され、 及び運用されるものをいう。 

=  安全衛生方針 事業場における 安全衛生水準の 向上を図るために 事業者が表明する 安全衛生に関す 6 基本的考え方を い う 

三 安全衛生目標 安全衛生方針に 基づいて事業者が 設定する一定期間内に 達成すべき到達 点 をい う 。 
田 安全衛生計画 事業者が、 事業場における 危険又は有害要因等を 踏まえ、 一定の期間を 限り、 安全 

衛生目標を達成するための 具体的な実施事項、 日程等について 定める計画をい う 。 五 緊急事態 労働災害発生の 急迫した危険があ る状態を い う 

六 システム監査 労働安全衛生マネジメントシステムが 適切に実施され、 及び運用されているかどう 
か は ついて、 安全衛生計画の 期間を考慮して 事業者が行 う 調査及び評価をいう。 

全 衛生方針には、 次の事項を含むものとする。 
一 労働者の協力の 下に、 安全衛生活動を 実施すること。 

=  労働安全衛生関係法令、 事業場において 定めた安全衛生に 関する規程 ( 以下「事業場安全衛生規程」と 
いう。 ) 等を遵守すること。 

三 労働安全衛生マネジメントシステムを 適切に実施し．及び 運用すること。 

害 要因を特定する 手順を定める 

事項及び双項で 特定さ 
」という。 ) を 特定する 手 

6 安全衛生計画の 作成 
第 8 条 事業者は，安全衛生目標を 達成するため、 第 6 条第 2 項で特定された 実施事項，危険予知活動等 
0 日常的な安全衛生活動に 係る事項等を 内容とする安全衛生計画を 作成するものとする。 

婁 労働者の憲鼻の 反 礫 
第 9 条 事業者は、 安全衛生目標の 設定及び安全衛生計画の 作成に当たり、 安全衛生委員会の 活用等労働 

者の意見を反映する 手順を定めるとともに、 この手順に基づき、 労働者の意見を 反映するものとする。 

及び運用するものとする。 
び 運用するために 必要な事項について 労働者、 
ともに、 この手順に基づき ，安全衛生計画を 適 

等に資するよう、 これらの取扱いに 関する事項を 記した書面を 入手するよ う 努めるとともに、 
う ち必要な事項を 労働者に周知させる 手順を定め、 この手順に基づき ，労働者に周知させる 



第 Ⅵ 条 事業者は、 労働安全衛生マネジメントシステムを 適正に実施し・ 及び 運 m する体制を整備するた 

一 め 次の事項を行うものとする。 システム替紋管理者 ( 事業場においてその 事業の実施を 統括管理する 者及び生産製造部門、 安全 
主部門等における 部長、 課長、 係長、 職長等の管理者又は 監督者であ って、 労働安全衛生マネジメ 
トシステムを 担当するものをいう。 以下同じ。 ) の役割、 責任及 び 権 限を定めるとともに、 労働者、 
孫請負人その 他の関係者に 周知させること。 

二 システム香織管理者を 指名すること。 
三 労働安全衛生マネジメントシステムに 係る人材及び 予算を確保するよう 努めること。 
四 労働者に対して 労働安全衛生マネジメントシステムに 関する教育を 行うこと。 
五 労働安全衛生マネジメントシステムの 実施及び運用に 当たり、 安全衛生委員会等を 活用すること。 

一 安全衛生方針 

二 安全衛生目標 
三 安全衛生計画 

四五 システム各紙管理者の 第 6 条、 第 9 条 ( 第 i0 役割、 条 第 3 責任及び権 項において準用する 限 場合を含む。 ) 、 第 10 条第 1 頃 、 第 2 項及び第 4 項、 

肇嚢薯雷 ;4 欝 著よ 婁警婁馨瞳苧 要撃 摘受箸秀雪 ニ % 笘鰻テ巨雰 皇儲 程塞ら 母子コ 犠 文書を管理するも 

緊急事態への 13 条事業者は、 対応 あ らかじめ緊急事態が 生ずる可能性を 評価し、 緊急事態が発生した 場合に労働災害を 
防止するための 措置を定めるとともに、 これに基づき 適切に対応するものとする。 

早襄牲韮富暦基彗轟 書画の実施状況等の 日常的な点検及び 改善を実施する 手順を定めるとともに、 

ニ 妻妾豊壌 ミ妾乳婆賈毛篭電葦晃雙尋笈竃蜀香件 翼翼 后ご 翼翼 馨謹蒼 号笛通韻 % 安 唾雪 ㌍ 賈緊 
らの原因の調査並びに 問題点の把握及び 改善を実施するものとする。 

第 15 条 事業者は、 定期的なシステム 監査の計画を 作成し・システム 監査を実施する 手順を定めるととも 
に 、 この手順に基づき、 システム監査を 実施するものとする。 

君 事業者は、 前項のシステム 監査の結果、 必要があ ると認めるときは・ 労働安全衛生マネジメントシス 
テム の実施及び運用について 改善を行 う ものとする。 

ンターⅡ ぅ 「法令通達」 ぅ 「告示・指針」 づ 「 労 

簿 関係ホームページ 

    http://www ・ mhlw ， go ， jp/ 

中央労働災害防止協会 : httpWwww. 卸 sha.or.jp/ 
安全衛生情報センター : httpWwww.jaish.g Ⅱ p/ 
日本労働研究機構     http;//www. ハ ・ 9o.jp/kisya7mokuji.htmi( 厚生労働省の 報道発表資料のリンク 先 ) 

ら 、 最寄りの都道府県労働局・ 
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国は平成Ⅱ年 4 月に労働安全衛生マネジメントシステムに 関する指針を 公表 

しました。 

組織的、 継続的な自主的安全衛生活動の 促進により、 労働災害の潜在的危険性の 

低減等を通し、 事業場における 労働安全衛生水準の 向上に資すること。 
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労働安全衛生マネジメントシステム ほ 事業者の責任において 導入し、 事業場の 

全員が協力して 推進していくことが 大切です。 このため、 事業者自ら導入を 宣言 

します。 これほ、 方針として表明する 第 5 条第 2 項第 3 号 ( 労働安全衛生マネ 、 ジメン 

トシステムを 適切に実施し、 運用すること。 ) を 前倒しして表明することになります。 
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                                        労働安全衛生マネ 、 ジメントシステムの 構築は。 自社の安全衛生管理を 母体 

                            に 行いますので、 まずこれを安全衛生成績、 記録、 取組み内容 な どにより   

                                    評価し、 必要な改善を 行います。 
  

 
 

  
    

                                                        第 1 号から 3 号の事項や重点課題を 方針に う た い 込むことを忘れてほいけません。   
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文書化します。   
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安全衛生方針、 目標、 計画、 システム 各 被管理者の役割、 責任及び権 限、 

各手順等について 作成された文書を 管理するための 手順を定めます。 
    
   

 

、 ンステム監査を 適切に実施するための 手順を定めます。 
  
  
  

 
 

 
 



  

第 ] 秦 この指針は、 事業者が労働者の 協力の下に一連の 過程を定めて 継続的に行う 自主的な安全衛生活動 
を 促進することにより、 労働災害の潜在的危険性を 低減するとともに、 労働者の健康の 増進及び快適な 
職場環境の・ 形成の促進を 図り、 もって事業場における 安全衛生の水準の 向上に資することを 目的とする。 

8 適用等 
第三条 この指針は、 危険又は有害要因等を 考慮しながら、 労働安全衛生マネジメントシステムを 確立し 

ようとする事業者に 適用する。 
第 3 条 この指針は、 労働安全衛生法 ( 昭和 47 手法律第 57 号 ) の規定に基づき 機械、 設備、 化学物質等に 

よる危険又は 健康障害を防止するため 事業者が講ずべき 具体的な措置を 定めるものではない。 

輔 第 5 4 目 条この指針において 議 次の各号に掲げる 用語の意義 は 、 それぞれ当該各号に 定めるところによる。 
一 労働安全衛生マネジメントシステム 事業場において、 安全衛生方針の 表明、 安全衛生目標の 設定、 

安全衛生計画の 作成、 実施及び運用並びに 安全衛生計画の 実施状況等の 日常的な点検及び 改善並びに一 
定の期間ごとに 行う当該安全衛生方針の 表明から安全衛生計画の 実施状況等の 日常的な点検波 ぴ 改善ま 
での一連の過程の 見直し等を連続的かつ 継続的に実施する 安全衛生管理に 関する仕組みであ って、 生産 
管理等事業実施に 係る管理に関する 仕組みと一体となって 実施され・及び 運用されるものをいう。 

=  安全衛生方針 事業場における 安全衛生水準の 向上を図るために 事業者が表明する 安全衛生に関す 
る基本的考え 方をいう。 

三 安全衛生目標 安全衛生方針に 基づいて事業者が 設定する一定期間内に 達成すべき到達 点 をいう。 
四 安全衛生計画 事業者が、 事業場における 危険又は有害要因等を 踏まえ、 一定の期間を 限り、 安全 

衛生目標を達成するための 具体的な実施事項、 日程等について 定める計画をいう。 
五 緊急事態 労働災害発生の 急迫した危険があ る状態をいう。 
六 システム監査 労働安全衛生マネジメントシステムが 適切に実施され、 及び運用されているかどう 

か は ついて、 安全衛生計画の 期間を考慮して 事業者が行 う 調査及び評価を いう 。 

の 安全衛生方針の 表現 
第 5 条 事業者は、 安全衛生方針を 表明し、 労働者に周知させるものとする。 
%  安全衛生方針には、 次の事項を含むものとする。 

一 労働者の協力の 下に、 安全衛生活動を 実施すること。 
こ 労働安全衛生関係法令、 事業場において 定めた安全衛生に 関する規程 ( 以下「事業場安全衛生規程」と 

いうつ等を遵守すること。 
三   労働安全衛生マネジメントシステムを 適切に実施し、 及 び 運用すること。 

の 危険 又は 有害要因の特定及び 実施事項の特定 
第 6 条 事業者は、 事業場における 機械、 設備、 化学物質等の 危険又は有害要因を 特定する手順を 定める 

とともに、 この手順に基づき、 危険又は有害要因を 特定するものとする。 
色 事業者 は 、 労働安全衛生関係法令、 事業場安全衛生規程等に 基づき実施すべき 事項及び双項で 特定さ 
れた 危蔭 x は有害要因を 除去又は低減するために 実施すべき事項 ( 以下「実施事項」という。 ) を特定する手 

順を定めるとともに、 この手順に基づき、 実施事項を特定するものとする。 

の安全衛生目標の 設定 
第フ 集 事業者は、 安全衛生方針に 基づき安全衛生目標を 設定するものとする。 

の安全衛生計画の 作成 
第 8%  事業者は、 安全衛生目標を 達成するため、 第 6 条第 2 項で特定された 実施事項、 危険予知活動等 

の 日常的な安全衛生活動に 係る事項等を 内容とする安全衛生計画を 作成するものとする。 

擾 労働者の意見の 反 趺 
第 8 条 事業者は、 安全衛生目標の 設定及 び 安全衛生計画の 作成に当たり、 安全衛生委員会の 活用等労働 

者の意見を反映する 手順を定めるとともに、 この手順に基づき、 労働者の意見を 反映するものとする。 

% 安全衛生計画の 実施及び運用等 
第 W0% 。 事業者は、 安全衛生計画を 適切かつ継続的に 実施し、 及び運用する 手順を定めるとともに、 この 

  手順に基づき、   安全衛生計画を 適切かっ継続的に 実施し、 及び運用するものとする。 

 
 

  

 
 



2  事業者は、 安全衛生計画を 適切かつ継続的に 実施し、 及び運用するために 必要な事項について 労働者、 
関係請負人その 他の関係者に 周知させる手順を 定めるとともに、 この手順に基づき、 安全衛生計画を 逼 
切 かつ継続的に 実施し、 及び運用するために 必要な事項をこれらの 者に周知させるものとする。 

8  前条の規定 は 、 安全衛生計画の 実施及び運用について 準用する。 
4  事業者は、 機械、 設備、 化学物質等の 譲渡又は提供を 受ける場合には、 第 6 条 第 「項の危険又は 有害 

要因の特定等に 資するよ う 、 これらの取扱いに 関する事項を 記した書面を 入手するよ う 努めるとともに、 
当該事項のうち 必要な事項を 労働者に周知させる 手順を定め、 この手順に基づき、 労働者に周知させる 
ものとする。 

捷 体制の整備 
第 ・ n] 条 事業者は、 労働安全衛生マネジメントシステムを 適正に実施し、 及び運用する 体制を整備するた 

め、 次の事項を行 う ものとする。 
一 システム各紙管理者 ( 事業場においてその 事業の実施を 統括管理する 者及び生産・ 製造部門、 安全衛 

生 部門等における 部長、 課長、 係長、 職長等の管理者又は 監督者であ って、 労働安全衛生マネジメン 
トシステムを 担当するものを いう 。 以下同じ。 ) の役割、 責任及び権 限を定めるとともに・ 労働者、 関 

係 請負人その他の 関係者に周知させること。 
二 システム 各級 管理者を指名すること。 
三 労働安全マネジメントシステムに 係る人材及 び 予算を確保するよう 努めること。 
四 労働者に対して 労働安全衛生マネ 、 ジメントシステムに 関する教育を 行うこと。 

五 ・労働安全衛生マネ 、 ジメントシステムの 実施及び運用に 当たり、 安全衛生委員会等を 活用すること。 

露文書   
第花棄 事業者は、 次の事項を文書により 定めるものとする。 

一 安全衛生方針 

=  安全衛生目標 
三 安全衛生計画 
四 システム各紙管理者の 役割、 責任及び権 限 
五 第 6 条、 第 9 条 ( 第 10 条第 3 項において準用する 場合を含む 力 、 第 70 美葉 7 項、 第 2 項及び第 4 項、 

次項、 第 14 条第 1 項及び第 2 項並びに第 15 条 第 1 項の規定に基づき 定められた手順 
E  事業者は、 前項の文書を 管理する手順を 定めるとともに、 この手順に基づき、 当該文書を管理するも 

のとする。 

の 緊急事態への 対応 
第 Ⅱ 栗 事業者 は 、 あ らかじめ緊急事態が 生ずる可能性を 評価し、 緊急事態が発生した 場合に労働災害を 

防止するための 措置を定めるとともに、 これに基づき 適切に対応するものとする。 

0 日常的な点検、 改善 捷 
第 14 条 事業者は、 安全衛生計画の 実施状況等の 日常的な点検及び 改善を実施する 手順を定めるとともに、 

この手順に基づき、 安全衛生計画の 実施状況等の 日常的な点検及び 改善を実施するものとする。 
三 事業者は、 労働災害、 事故等が発生した 場合におけるこれらの 原因の調査並びに 問題点の把握及 び改 

善を実施する 手順を定めるとともに、 労働災害、 事故等が発生した 場合には、 この手順に基づき、 これ 
らの原因の調査並びに 問題点の把握及 び 改善を実施するものとす・ る 。 

3  事業者は、 次回の安全衛生計画を 作成するに当たって、 前三項の規定により 実施した事項の 結果を反 
映するものとする。   

  

韓 システム監査 
第臆乗 事業者は、 定期的なシステム 監査の計画を 作成し、 システム監査を 実施する手順を 定めるととも 
- に、 この手順に基づき、 システム監査を 実施するものとする。 

三 事業者は、 前項のシステム 監査の結果、 必要があ ると認めるときは、 労働安全衛生マネジメントシス 
テム の実施及び運用について 改善を行 う ものとする。 

壊 記録 
俺 Ⅱ 条 事業者は、 安全衛生計画の 実施及び運用の 状況，システム 監査の結果等労働安全衛生マネジメン 

トシステムの 実施及び運用に 関し必要な事項を 記録するとともに、 当該記録を保管するものとする。 

靱 労働安室衛生マネジメントシステムの 見直し 
第 ]7 条事業者 は 、 第 15 条第 1   項のシステム 監査の結果を 踏まえ、 定期的に、 労働安全衛生マネジメン㌻ 

、 ンステムの妥当性及び 有効性を確保するため、 安全衛生方針の 見直し、 この指針に基づき 定められた手 
順の見直し等労働安全衛生マネジメントシステムの 全般的な見直しを 行 う ものとする。 

 
 

 
 



労働安全衛生マネジメントシステムに 関する指針では、 第 6 条において、 職 

場の危険、 有害な要因を 把握 ( 特定 ) し 、 必要な対策を 樹立 ( 特定 ) すること 

を 求めています。 

これを実施するための 効果的な手法として、 リスタアセスメントがあ り、 以 

下の手順により 行われます。 

 
  

  
 
 
 

 
 

毬 （ 危険有害要因の 洗出し 

機械設備の操作、 化学物質の取扱い、 手工具による 加工その他作業につ 

い て、 危険有害要因を 把握します。 

㌔リノ ， 、 - 会ふ刀 り ・・・ -, ⅡⅡ ノ ス の見積り 

リスクは、 基本的には、 危険有害要因について、 労働災害の発生可能性 

  と発生した場合にこれが 及ぼし得る被害の 程度から想定される 作業者に 

対する危害 度ない います。 このリスクの 大きさを危険有害要因ごとに 具 

体 的に推定します。 

ゑ % ， - 鯖 リスクの評価 

危険有害要因について、 その見積もったリスタの 程度に応じて 対策が必 

要 かどうかを判断します。 

( 制作 : 中央労働災害防止協会 技術支援部 ) 
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艶鸞鷺鰯 圃 圃 

鞭針 

0 社内安全衛生状況 

寧卸 
0 法改正等行政動向 

部長方針 " 令 室工場長方針 
0 技術。 知見の獲得。 蓄積 

" 轟 " 0 社内安全衛生監査 

所 安全衛生活動計画 乎 勢 望工場安全衛生活動計画 

  靭 システ   し 

  職場安全衛生活動計画 

  """""""""" 一 " 一   

  

  べ一 った 
  
  の "", 

    

                          リスクアセスメント   
    

        特例 ( 厳守事項抵触 ) 作業改善活動           
  

                  尼崎セーフティアップ 活動 ( 特殊 管 事業所 ) 
    

                  3K 改善活動   
    

                  安全行動 3 原則抵触作業改善活動                     
  

  
  

  気 掛かり作業改善活動     

                    ・ ( 認 ) 職場活動 ( 住友金属直江津 )     
  安全改善表彰制度   

                              楽々改善活動   
  
  

    安全工学改善活動   
      



  

    

当社の安全衛生管理の 歴史の記録は 1917 年 ( 大正 6 年 ) 

に 遡ります。 当社の前身であ る住友伸銅所の 庶務 係 をし 

ていた三村建一床 ( 後、 当社取締役、 住友本社理事、 申 

央 労働災害防止協会初代理事長 ) が「災害なき 生産こそ 真 1966 年 無 災害 ( ひやり ) 事故報告制度 

の 生産だ」との 信念を持って 安全技師を配置して 災害の防 鴨 67 年 整理整頓モデル 職場認定制度 

上 に取り組んだことに 始まります。 

その後も「安全は 従業員福祉の 原点であ り、 全ての管理 
( 以後、 実践 KY 、 実践 KYlo0 と発展 ) 

0 基本であ る」を安全衛生管理の 基本的考え方として、 数々 

の 先駆的な安全施策を 開発して取り 組み、 安全衛生管理 
]980 年 健康間祝 ( 健康 KY) 

の 向上に努めてきました。 叩 82 年 実行計画に基づく 職場活動 

中でも、 我が国において 最も基本的な 安全活動となっ 1884 年 安全衛生優秀職場認定制度 

た 危険予知活動は、 当社が 1974 年 ( 昭和 49 年 ) に KYTM 危 1887 年 安全人間工学 

険 予知訓練 ) として開発し、 その後中央労働災害防止協会 1996 年 楽々改善活動 

が ゼロ 災 活動の中心的施策として 取り上げて全国に 普及 

したものです。 

  
当社では、 安全衛生活動は 操業と不可分のものであ る 

との考え方の 下に、 ライン組織が 主体性を持ち、 専門 組 

織 であ る安全衛生部門と 連携を保ちながら、 安全衛生活 

勤め PDCA を廻して安全衛生管理の 向上を図ることを 基   安全衛生管理のより 所在明らかに 

本にしてきました。 前年の反省に 基づいて職場で 目標を 

定めて安全活動計画を 策定し実施していくという 実行 計 

両 方式も定着しています。 また、 危険有害要因を 確認、 し 

て 低減する改善活動は、 職場の経験と 知恵を活かして 活   安全衛生施策の 更なるレベルアップ 
  

発 に行われています。 @  r 文書化 ゴ 

このように労働安全衛生マネジメントシステムの 骨格を成 安全衛生ノウハウの 伝承 

す 考え方は、 長年の安全衛生管理の 申で既に根付いてい       ㌃システム 監萱 ] 
  

社内交流による 情報の共有化 ました。 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステム   

に関する指針」 (1999 年 ( 平成 11 年 )h が公表されたことを       
受けて、 一層の安全衛生管理の 向上を目指して、 指針に   

則った整備に 積極的に取り 組みましたが、 職場の第一線 
  
  

に 違和感は無く、 円滑な整備を 図ることができました。 
  

鹿島製鉄所は 2003 年 ( 平成 15 年 )5 月に中央労働災害 防 
  

止 協会の行う JISHA 方式適格 OSHMS 認定を国内で 最初 @  0 新たな構築とし ) うよりも   
に 受け、 続けて住友金属直江津、 和歌山製鉄所が 認定を         0 従来からの施策を 大切に活かして 
受けることになっています。 更に全事業所とも 2003 年度   

  0 より充実した 安全衛生管理を 目指す                               
( 平成 15 年度 ) に認定を取得する 予定にしています。     

  

  



/
 

く理念 ノ 

1 従業員の安全 ヒ 健康の確保は 当社事業の発展を 支 

える基盤であ る 

2 「人間尊重」の 住友の精神 ヒ 「 人ピ 技術を大切にする」 

ピ 0 社是、 および長年 安 仝荷主管理の 指針としてきた 

「安全は従業員福祉の 原点であ り、 全ての管理の 基本 

であ る」近の考え 方の下、 従業員の安全 ピ 健康を確保 サ 

る 努力を継続的に 行 う 

3 我が国の安全衛生施策に 先進的な役割を 果たしてきた 

歴史を誇り 洗 、 安全荷生を通しても 社会に貢献し 続ける 

4 安全衛生成績の 不断の向上は 普遍の目標であ る 

M   
  

・システマティックで 継続的な安全衛生管理向上 

・安全衛生管理の 技能伝承 

。 危険有害要因特定の 過程での「危険」の 再認識 

・ 要 対策作業の再確認と 対策の実施 

，現行安全衛生活動の 実効性の向上 

・安全衛生監査による 社内財産の共有化 

  

く 具体的指針 ノ 

1 労働災害防止のための 取り組みは、 当社の業務に 

関わる全ての 関係者の義務であ る 

2 従業員およびその 代表たる労働組合 ピの 建設的な 

協議・協力の 下に、 一休どなって 安全衛生の哀 9 

組みを安全衛生マネジメントシステムとして 継統 

的に充実，向上させる 

3 業務を遂行する 上での危険 源は ついて特定し、 評 

価を行い、 必要な措置を 講じる ピ 共に 、 よ り安全 

で健康的な作業・ 杵業 環境の実現に 努ぬる 

4 管理監督者は 業務に関わる 従業員の安全 逝 健康の 

確保に必要な 教育 ピ 指導を行 う 

5 安全衛生関係法令を 遵守 L 、 社 規定を基本として 

従業員の安全 ピ 健康を確保する 

6 当社製品に関して、 ユーザ一における 安全 ヒ 健康 

の確保に必要な 情報をユーザ 一に提供する 

7 社内をはじめ、 グループ会社はも ヒょ り、 外注会 

社にも当社安全衛生基本方針を 周知させ、 関係 サ 

6 人々の安全衛生の 向上を図る 

・認定取得による 自信と責任あ る安全衛生管理 

・グルーフ会社・ 構内外外注会社に 対する安全衛生向上 平成Ⅰ 4 年 ] 月 l 日 

の インセンティ プ 住友金属工業株式会社 

  

代表取締役社長下妻 博 

とによる安全衛生管理の 一層の向上 
  

      
長年の努力にかかわらず、 当社関連の事業での 労働災害を お客様に喜んでいただける 製品・社会のお 役に立っ製品を「 安 

絶滅するには 至っていません。 当社従業員、 グループ会社従業 全に」「信頼できる 品質管理の下で」「環境に 配慮しながら」生 

員、 協力会社の方々をはじめ、 当社の事業に 関わる全ての 人 た 産し、 お届けできるようにすることが 私たちの課題です。 

ちが労働災害という 不幸な事態に 出会うことのないよう 一層の安 

全衛生の充実に 努めていきます。 

平成 14 年全国安全週間社長メッセージより 

事業基盤を確立し 、 明る b 、 展望を開く‥‥‥それぞれの 職場 て 下寿てる力を 最大限に発揮して 頂きたり             。 このためにも、 

ご家族を杏めましての 安全 ピ 健康の確保は 欠かすこ進ができません。 

みなさん 方お 一人 お 一人は、 会社にとっても、 私にとっても、 それ以上に、 それぞれのご 家庭において、 かけがえのな v, 方 

せ か い のために 栓ヱ に尚 - 層ご 留意下さるよ う 心からお願い @ 



 
 

安
 
・
・
 

1
.
 

    

  
  

 
 

 
 

  取締役会                                             住友金属安全衛生基本方針 
  
  

  社 長                                             会社安全衛生活動指針、 安全メッセージ、 安全表彰 

    執行役員会                                         重要安全衛生施策、 重大災害報告 
i 安全衛生担当執行役員                         
  

会社安全衛生委員会 

  

  

; 人事労政部長 ( 安全。 健康室長 )              社内安全衛生監査、 安全衛生施策、 中央労使安全衛生懇談会   

    本 社 ，一一       
鋼板。 建材カンパニー   鋼管カンパニー エンジニアリンバ 

( 鹿島、 和歌山 ) カンパニー 

カンパニー 各事業所 
上上と 総合技術研究所 ㈱住友金属小倉 ㈱住友金属直江津， 山ム よ 

グループ会社 協力会社 
  
  
    
  

    

  
        

            く所 ノ 安全衛生責任者会議 、 安全衛生協力会 ( 理事会等 ) など         
                く室 。 工場 ノ 重工場安全衛生委員会、 職場安全衛生会議など     

          
く 主なライン組織 シ カンパニー 長 ( 事業所長 ) ヰ 部長ヰ重工場長 ヰ 副長 ヰ 係長 ヰ 主任   
く 安全   

i- 一 @ 一一一一一 - 一一 - 一 @ 一一一 -.@ 一一 - 一 -.-- 一一 -. 一 @- 一一 . 一一一一一 .- 一 @ 一一 . 一一 -     
近 3 
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平成 1 5 年 5 月 2 7 日 

な 衛生施策 変 
住友金属工業株式会社 

一ラ : 終了 鹿島製鉄所 

準を設け活動、 審査、 認定される制度 が 管理し、 日常のチェッ タと 不具合点の是正を 行う 

法 遵守事項 3  7 制度 

職場重点活動 3@ 2 ( 従来の制度との 大きな相違点 ) 

整理整頓 1@ 1@ 7 。 法 遵守事項を中心に 職場が基本的に 管理すべき 項 

運搬 機 。 道 工具 l 7 O 目 のみ整理 

正しい作業と 遵守 1@ 9@ 9   第 3 者評価ではなく 職場自らが日々管理 

計 5 5 5 項目 

基 本 花 制 

露を両 上制度 

実 践 K  Y  活 動   HI 年より仕組みの 再構築   KY         活動                   実践       KY     の体系化。                   5RKY         の導入       ( 上議 臣 Ⅰ言言㌃まり 蟹 。 三こ温謄 % を KY.KY ㌫こ翼 女 ) 峯 

(  ( ⑧ 優々の成果》 
  職場活動を計画的に 実施 。 役割分担の明確化   4 S の定着 

  PDCA サイタルの定着 ・ 法 ．規定・基準の 理解及び遵守 

等 、 職場が何をすべきかが 明確となった。 

一方     危険体感設備 体感 ( 高所。 三 掛け 教電暮等 ) による教卓 

  4.S のための費用、 残業問題   審査のための 書類づくり 

  職場活動よりも 一部の担当者の 書類整理が評価される 等の課題が残っだ。 リスタアセスメントの 韓人 

  職場内全作業の 危険。 有害要因を特定し．排除。 減少を 

  他 、 特記的な活動 

《弱点克服活動》 《安全感度アップ 訓藪 ) 《 3 な い 一掃運動 ) 《ベス 卜 安全作業》   《キーマンシップ 活動》 

  職場の弱点項目を 設定し、 PDCA サ 。 感度アップのための 様々な訓練実施 。 知らない・やらな い ・できないの 一掃 ・実作業を自己評価と 上位 職 評価により 。 主任の課題に 対し上位 職 が指導支援し 

イタルで弱点を 克服する取組み ( 機上観察。 三掛け体験学習等 ) ㎝叩をチリタリスト 形式に整理し 活用 )  課題を整理しレベルアップを 図る ながら夫々の 職責を全うずる 取組み 

  他 、 主なべース活動 

こでも「 ご 安全に」 

      



平成 1 5 年 5 月 2 7 日 

住友金属工業株式会社 

鹿 島 製Ⅰ 鉄 所 

  
  
  

  

  
  
  

  

当所 0 S H M S 整備の記録 

月 日 項 内 容 備 考 

Hl2.5 指針との対比完了   労働省指針「労働安全衛生マネージメントシステム 指針」 卸 H Ⅱ ， 4.30 制定 

村 並びに「鉄鋼業における 労働安全衛生管理指針 J *2 と当所の安全衛 *2 Hl2.l.24 制定 

主管理を比較し 現行の管理で 可とする 

Ⅲ 3.ll 0S Ⅱ MS の構築・整備決定 。 ll   28 の取締役会で「早急に 整備を進め、 認証も取得する」ことが 決 

産 される 

Ⅲ 3. l2 認証機関決定   l2/2l の労務部長会議で 中央労働災害防止協会に 決定   事業場の安全衛生管理を 熟知し 、 

最も信頼のおける 機関と判断 

Ⅲ 4. l. l 社安全衛生基本方針制定 

    28 ソ 29 0S HM Ⅱ S 初期調査   中汲 防 基盤形成度診断チェックリストに 基づく社内確認   本社 福 成 次長 

  和歌山 谷口次長、 藤原参事 捕 

だて     2.l リスクアセスメント 活動強化・安全作業基準 書 をべ ー スとしたリスクアセスメント 開始 
2. l2 中災防 受入れ   十兆 防 基盤形成度診断診断 チ土ツ タリストに基づく 診断   中災防 白崎課長、 石井専門役 

受入れ工場 : 厚板工場 Ⅰ " 
《事双準備》 

  事前提出用資料整理 

  基盤形成度診断診断チェックリストに 基づき資料整理 

  安全衛生施策の 変遷作成 

4. l 所安全衛生方針作成   仕方針と合わせ 重工場・事業所へ 配布、 周知 

5.23/24  システム監査実務研修受講   中災防 安全衛生総合会館 ( 東京 ) 

6.l8 ハ 9 で不 ジメントシステムリーダー   茨城県産業会館 ( 水戸 ) 

研修受講 

8. 8 中災防 受入れ   トツプインタビュー ( 友野所長へのヒヤリンバ )     中災 腕 白崎課長、 石井課長 
( 適格性認定トライアル )   適格性調定用チェックリストに 関する意見交換   甲田専門役、 Ⅰ 氏 

受入れ 室 工場 : 熱 起工場、 銑鋼 制御室   
( 事前準備》 

  事前提出用資料整理 
  適格性認定用チェックリストに 基づき資料整理 

  法定届け出一覧表見直し 
  労政規則・安値基準等制定。 改訂 ( 下欄に記載 ) 

        モデル事業場として 協力依頼 ・中段 防 労働安全衛生 7 千ジメントシステム 普及促進事業の 協力依頼 受 

げ 付け 

Ⅱ・ 26 適格性認定事双審査   適格性認定用 チエ ツクリストに 基づく審査   中災 明 白崎課長、 淀川専門役   
受入れ重工場 : 形鋼工場、 銑鋼 設備要 兵頭専門役．甲田専門役 

( 適格性認定部門用チェックリストに 基づく審査 ) 島村上席専門役 

( 事前準備》 

  事前提出用資料整理   合わせて社内安全衛生監査実施 

  適格性認定用チェッタリストに 基づき資料整理 

  労政規則。 安全健康 室 基準等制定・ 改訂 ( 下欄に記載 )   社内安全衛生監査所見も 含め、 審 

《審査結果》 査 結果対応 

  指摘事項なし 

 
 

  整備。 充実が望ましい 事項 3 件、 助言事項 A 件 

Ⅱ・ 27/28 社内適格性認定審査内容確認会 ・審査内容の 確認及び今後の 審査 受審 スケシュール 等確認   各所担当者 

    Ⅱ・・ l5 適格 0SHMS 認定本審査   適格認定審査 チエ ツクリストに 基づく審査   中災防 システム評価 員 

H.l5.5.9 適格 0SHMS 認定評授与式 ・初回認定事業場として 認定証を授与される   西澤所長 他 

  

 
 

0SHMS 構築 に 伴い制定。 改訂した基準等 

( 帝り定 )   安全衛生基本方針制定要綱   所 安全衛生管理基準制定要綱 

  危険有害要因の 除去低減推進要綱   安全衛生目標並びに 計画策定及び 運用要綱 

  緊急事態対応要綱   安全衛生監査実施要綱 

  法令等に基づく 安全衛生管理実施要綱 

(E 丸打 )   安全衛生管理規定   基準管理基準 

  安全衛生交通安全活動計画策定基準 ・設備新設改造時等の 安全衛生対策。 審査基準 

  安全作業基準作成基準   安全健康 室 関連記録管理基準 

  安全衛生委員会基準   基本安全衛生管理の 手引き ( 基本優々の手引き ) 

以 上 



平成 1 5 年 :.5 月 1 5 日 

株式会社 イチ テック 

代表取締役社長 伊 其屋 治 

「建設の安全」 6 月号掲載記事 

coHsMs 評価証の受註にかかる 質問への回答 

質問① COHSMS 導入の動機、 きっかけ等について 

質問② coHsMs の実施。 運用の甲で、 特に注意 或 いほ気に掛けてこられたこと 

質問③ COHSMS を導入し、 実施・運用していく 過程で、 社員の安全意識。 活動 

等について、 特徴的な変化があ りましたか 

質問④ COHSMS 評価証を最初に 受けられたわけであ りますが、 評価結果報告書 

の受領を含めて、 今後の決意等をお 聞かせ下さい。 



COHSMS の各質問項目の 回答 

質問① COHSMS 導入の動機、 きっかけ等について 

当社は設立以来 5 6 年となりますが、 2 2 年前に実施した 安全大会を機に、 現場安全パ 

トロール、 現場研修会、 夜間緊急災害訓練等の 様々な活動と 色々な種類の 表彰を機会をと 

らえて実施してきました。 平成 8 年 t l 月に建設業労働災害防止協会内の「建設業労働安 

全衛生マネジメント 開発委員会」委員に 就任して、 安全とは人の 命の尊厳が具体的に 実現 

されている姿だということを 学びました。 つまり災害が 起これ ば 会社が困るから 安全に取 

9 組むのではなくて、 端的に従業員の 皆さんの 命 、 人の命を大切にし、 人間尊重の理俳を 

実現することから 安全が始まるということです。 そこで次に 、 何をもつて人の 命を大切に 

することを具現化するかが 問題になってきます。 

当初は私も、 ただ災害がゼロであ ればいいと考えていましたが、 災害がゼロというのは 

結果がゼロであ るだけで、 実際は運が良くて 災害にならなかったということがあ り 得 ます。 

このことから、 例えば人が怪我をしない、 物に傷がつかないという、 何も具体的な 被害が 

ない事故であ っても、 そういう事故を 一つ一つ無くしていくこと、 そのプロセスが 結果と 

して安全だということではないか、 無事故を実現するために 努力するプロセスが、 結果と 

して安全なのだ、 そういう考え 方に変わりました。 

そしてそのプロセスに 五点を置き、 PDCA  ( 計画・実施。 評価。 改善 ) サイクルを 効 

率 的に回しながら 循環運動 ( スパイラルローリンバ ) を続け、 安全衛生管理を 向上させて 

いくことが重要であ ることを知りました。 私は「働く人の 命」を大切にすることを 具現化 

するためには、 抽象論や精神論でほなく、 安全を確保するための 具体的な手法であ る CO 

HSMS をシステムとして 構築し運用することが 必要だと学びました。 

また、 具体的に何をやれば 安全に気をつけてもらえるのかを 考えた結果、 平成 1 0 年の 

3 月と 7 月には、 「命の尊さ」を 働く人たちの 心に直接訴えるため、 ダミ 一人形を使った 災 

害 再現訓練を実施し、 災害再現教育ビデオも 作成しました。 平成 1 1 年 1 1 月には ( 日本 ) 

中央労働災害防止協会と ( ベトナム ) 国家労働保護研究所の 共催で開催されたセミナ 一で 

「日本の中小建設業者の 安全衛生管理活動の 事例」といラテーマで 講師を担当し 当社の資 

料と ビデオを使って 中小建設業者でも 出来る安全衛生活動を 発表しました。 平成 1 2 年 3 

月の香港の安全衛生会議と 1 0 月のフロリダ 州オークランドの 全米安全協議会で 専務が同 

じ内容で発表しました。 これらの安全衛生管理活動の 推進により社内の 安全意識の高まり 

が 、 平成 1 2 年 8 月からの COHSMS 構築の土台となりました。 



COHSMS の各質問項目の 回答 

  質問② COHsMs の実施。 運用の中で、 特に注意 或 いほ気に艶げてこられたこと 

大企業とは違い、 スタッフの余裕が 無い中で、 社員が各々の 職務を全うしながら、 どう 

やって COHSMS を構築するかを 考え、 平成 1 2 年 4 月に役員と工事部の 課長以上の役 

職者が協力しあ い システムを推進する「安全。 品質システム 推進室」を設置しました。 

平成 f4 年 4 月に専務を安全最高責任者に 任命し、 総括安全管理者であ る常務と安全管 

理者とが安全。 品質システム 室 ( 室長は工事次長、 メンバーは工事課長 5 名 ) と協力して 

安全と品質のシステムの 徹底を図っています。 

私は COHSMS が人の命を大切にするためのシステムであ ることを伝えるとともに、 

発注者や会社から 命令されたからするのでなくて、 仲間の命を守るために 従業員や協力業 

者が本当に腹 の底から安全管理をしなくてはと 府 げような自立型安全管理になるように、 

社員や協力会社へ 安全への思いを 伝えることが 大切だと考えました。 

平成 1 3 年 f 月にシステム 構築が完了し 逆用 朋婚 してから 1 年半で約 1 00 国 安全教育 

を行いました。 少ない社員の 中でそれだけやっていますが、 本当に心の底まで 伝わったか 

どうか不安な 面があ ります。 そこで、 教育訓練の内容をどの 程度理解したかをアンケート 

によりフィードバックするようにしています。 

システム監査も 現場教育と同様、 実際にどの程度 COHSMS が運用されているか、 う 

まく説明がなされているかどうかを、 現場から月に 1 回、 安全システム 確認一覧表という 

形で社長に報告させています。 言いっ放し、 やりっ放しではなく、 確実に運用きれている 

かどうかを確認するシステムを 構築しようとしています。 

COHSMS のマニュアルと 規定は 4 回改訂しました。 本社の安全推進員だけでなく、 

現場の所長ともデイスカッション し 、 その中で本社と 作業所のメンバーが 合意形成をしな 

がら、 安全意識を確実に 高めていくためです。 

先日協力会社の 社長達を集め、 皆さんのおかげで 会社が成り立っていて、 協力会社の社 

員であ ろうとも当社の 社員であ ろうとも人命の 尊さは同じであ ることを理解してもらい、 

元請の押しつけと 考えず皆さん 方経営者も私と 同じ気持ちになって 下さいと伝えました。 

人の命というのは、 部長だから高くてオペレータ 一だから低いわけではない。 どんな肩書 

きでも、 お父さんであ れば家族にとってかけがえのない 命です。 かけがえのない 命を大切 

にする心を協力会社の 社長さんからも 現場の職長に 伝えて下さい。 そういった気持ちで 元 

請、 下請お互いに 一体となってやりましょう。 そのために COHSMS という手法でやっ 

ていきましょうと 伝えました。 

安全管理の原点にあ る人間尊重の 理念の実現が 重要なんだということを 社員と協力会社 

に徹底的に伝えられれば COHSMS が効果的に運用できると 思っています。 

そして危険ゼロに 向かって努力するプロセスを 評価することと、 そしてシステムの 運用 

状況を細かく 確認することが 重要だと考え 心がけてきました。 



COHSMS の各質問項目の 回答 

質問③ COHSMS を導入し、 実施。 運用していく 過程で、 社員の安全意識。 活動等に 

ついて、 特徴的な変化があ りましたか 

システムをつくり、 それをマニュアル 化すれば安全管理ができるという 錯覚が怖いので、 

社内では社員に 対して東京安全衛生教育センター 講 師の山口 算 先生から問題解決討議 法 等 

の教育の手法を 学ばせています。 それは安全についての 知識の教育ではなく、 教育する人 

間 が部下に対して、 もしくは現場所長が 協力会社に対してどのように 気持や考えを 伝えや 

る気にさせるかという 教育で、 会社の体質強化と 役員。 社員の意識改革も 同時に行って い 

ます。 当社は大手と 違いまして、 経験のあ る人間も少ないですし 監督員も少ない 会社です。 

しかし COHSMS を構築し運用する 過程の中で、 経験のあ るないで個人差が 出ないよう、 

共有化された 情報で危険を 見落とすことのないような 客観的、 体系的なシステムに 変わり 

つ っあ る思いがします。 さらに CoHsMS の構築段階や 運用の過程において 安全，品質 

システム推進室メンバ 一の侃々 鰐 々 の議論やシステム 監査での本社スダッフ と 作業所の活 

発な意見交換を 通じて本社と 作業所の社員が 合意形成を進める う ちに、 安全意識と結束 力 

が 確実に高まってきたという 変化があ ったと実感しています。 

二つ目は労働災害の 発生の責任は 作業所だけにあ るのではなく、 会社のシステムにもあ 

るという認識のもと、 各部署の責任と 権 限を明確にすることにより、 経営者から社員全員 

まで、 それぞれの目標がはっきりして 具体的に努力できるよ う になったことです。 

三つ目は従来の 安全管理体制や 安全衛生パトロール 等ではそれぞれの 作業所の安全衛生 

管理状況の確認が 結果の確認にとどまり 限界があ りましたが、 システム監査によって 作業 

所社員の安全衛生管理に 対しての意識や 理解度、 そして遂行状況が 確認できるよさになっ 

てきたことです。 

この三 つが 当社の特徴的な 変化であ ると思います。 



COHSMS の各質問項目の 回答 

質問① C0l-ISMS 評価証を最初に 受けとられたわけであ りまずが、 評価結果報告苦 め 

受領を含めて、 今後の決意等をお 聞かせ下さい。 

当社が COHSMS 評価証第 1 号を授与されたことは 大変名誉なことだと 考えています。 

この栄誉は建設業労働災害防止協会さんのご 指導のもと、 社員や協力業者の 方々が労働安 

全衛生活動に 積極的に取り 組んでいただいたお 陰 だと感謝しています。 

評価証とあ わせて受領しました 評価結果報告書を 熟読いたしまして、 現状の問題点の 解 

決 と改善を図り、 更に充実したシステムにする よう に社員と共に 努力します。 

今までは、 中小建設業者が 経費を掛けて 安全を一生懸命にやっても、 発注者や元請のゼ 

ネコンさんからは 評価されることが 難しく受注に 結びつかなかったのが 現実で、 自立型 安 

全管理に取り 組んでもメリットが 無いと考える 中小建設業者が 大多数だったと 思います。 

今回客観的な 評価サービスが 始まったことで、 努力する企業と 努力しない企業の 差別化 

につががり、 発注者や元請会社から 評価されて受注チャンスが 増大するとかの 方向になれ 

ば 、 中小建設業者や 専門工事業者の 中で自立型安全管理を 決意し COHSMS に取り組む 

中小企業が増大すると 確信しています。 

また、 当社だけのために COHSMS を進めて、 当社だけ安全衛生管理がレベルアップ 

すればよいというのではなく、 イチテックの 規模の会社が COHSMS を構築し運用でき 

るなら自社でも 可能と考える 他の中小建設業者が 数多く COHSMS を構築し運用される 

ことを期待しています。 なぜなら建設業者の 中で約 98% 。 を占めている 中小建設業者が 、 

客観的体系的なシステムであ る COHSMS を構築し運用すればその 結果として建設業全 

体での災害や 事故が減り、 危険だと思われている 建設業界のイメージアップになりますし、 

信頼性の向上が 図られ、 公共工事やダーティなイメージを 持たれて批判きれている 建設業 

界 に対して国民の 理解を得られるきっかけの 一つになるかなと 考えています。 

そ う いつた理由から、 私は C0I-TSMS の 梢築迎用 と評価サービスが 建設業界に拡がる 

ことを願っています。 そして私は当社や 協力会社の社員はもちろん、 建設業界の仲間達を 

災害に遭わせないために C0HSMS の普及に微力ながら 協力したいと 思っています。 

また、 私は CI スローガン「心と 技で環境創造」を 現実のものにするために、 当社では 

安全 (CO.HSMS) と品質 (I S09 0 0 1) と社会貢献 ( グラウンドワーク ) にこれ 

まで以上にこだわり 取り組んでいきたいと 考えています。 

地元建設業者は 地域から理解され 信頼を得るために、 安全に品質の 良い工事を施工し 、 

地域を支えるために 環境創造や社会貢献に 取り組むことが 重要であ り、 これこそがこれか 

らの建設業界のあ るべき使命だと 考えています。 
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施行上の注意 
労働基準局安全衛生部 

計画課 

独法 堀 
内線 5550 番 

氏名 虎澤 茂樹 

「企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方上について 最新の知見を 聴取するため、 別紙の 
おり検討会を 開催し、 経費を支出してよろしいか、 お伺いする。 
なお、 御 高裁の上は、 別紙案により 各検討会メンバ と あ て出席を依頼してよろしいか、 併せてお 

  

決裁 

  

 
 

  



2/2 ぺ ー ジ 

  

大臣官房総務課引網平成 午   

  

 
 

 
 



「企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方」検討会開催に 係る経費の支出について 

1  日 時 平成 1 5 年 5 月 2 8 日 ( 水 ) 9 : 3 0 ～ 1 2 : 3 0 

2  場 所 厚生労働省本館共用第 6 会議室 

3  議 題 「企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方」 

4 

D 「 

6 

出席者 検討会メンバー 工 O 名 

臨時検討会メンバー 5 名 

厚生労働省職員 9 名 

支出予定経費 (1)  謝金 ④ 9, 5 0 O 円 X 3/ Ⅰ = 2 8, 5 0 0 円 

④ 9, 0 0 O 円 X 8 人 二 1 2, 0 0 0 円 

④ 8, 5 0 0 円 X 4 人 二 3 4, 0 0 0 円 

刀 福士 1 3 4, 5 0 0 円 

(2)  旅費 3 4 9, 2 8 0 円 

(3)  茶菓 代 ④ 2   ア 0 円 X24 人 =  6, 480 円 

( 経費支出先 : 喫茶モア ) 

モ 千言 十 4 9 0. 2 6 0 円 

支出科目 労働保険特別会計 労災勘定 

( 項 ) 労働福祉事業費 

( 日 ) 諸 謝 金 

( 日 ) 委員等旅費 

( 日 )  庁 費 

  1 - 

 
 



旅費内訳 

( 単位 : 円 ) 

宿泊料 日当 鉄道 費 航空費 謝金 - @ 一 一 口 Ⅱ 十 

2,600 Ⅰ， 400 43,600 10,900 
( 鳥取 ) 

  

  2,600  ( 新豊田 19.740 ) 10.900 

2,600 19,620   13,100 
( 三河豊田 ) 

  
2,600  / マリ 13,100 

        

        

1,300     
，王 

    

1,300     
( つつ 

  

    

2,600  尾 二   13,100 

2   10900 

1,300     

1,300 30 220   13,100 

氏名 

衣川祐弘 

太田聡一 
  



 
 

( 会議 名 ) 企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方検討会 

  

平成丁 5 年 5 月 28 日く水Ⅰ 9:30 一丁 2:30 

  

( 鳥取環境大学環境政策学科助教授 ) 

@) 消防研究所理事長 ( 座長 ) 

洋 電機株式会社安全衛生担当課 

ゴ五 

謝 旅 奔 出 
会 費 莫 大 

ム 
0 0 0 

0@ 0 

0 0 0 

0 0 0 

O O 

O O 

一 0 0 O 

0 0 0 

0 0 0 

  

せわり一丁目 2 番 19 

0 0 0 

0 0 0 

 
 

 
 

 
 



( 会議 名 ) 企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方検討会 

平成 15 年 5 月 28 日 ( 水 )9:30 Ⅱ 2:30 

氏名 

  大石明 

  中押 剛 

  西本 徳生 

  田中正晴 

  毛利 正 

  奈良 篤 

  氷田和博 

  高津昌大 

  有賀康雄 

  計 9 名 

室
 

韮
 
"
 
浅
 合

 
第
 

6
 
官
職
 

用
 

%
 
二
 
二
 
/
.
 
ト
 

館
 

本
 

労
働
省
 

生
 

厚
 

於
 

安全衛生部長 

安全衛生部計画課課長 

安全衛生部安全課長 

安全衛生部計画課調査官 

安全衛生部計画課課長補佐 

安全衛生部主任中央労働衛生専門官 

安全衛生部副主任中央労働衛生専門官 

安全衛生部計画課企画係長 

安全衛生部計画課企画第 2 係長 

出
欠
 

茶
菓
 
0
0
O
O
O
O
O
 

O
O
9
 

( 会議出席予定者 24 名 ) 



( 案 ) 

  

平成 1 5 年 5 月 日 

各検討会参集者あ て 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 

「企業における 自律的な安全衛生管理の 進め方」検討会開催について 

拝啓 

益々 御 健勝のこととお 慶び 申し上げます。 労働安全衛生行政の 推進に御協力 

いただき、 お礼申し上げます。 

さて、 このたび、 標記検討会を 下記のとおり 開催することとし、 その中で「企 

業における自律的な 安全衛生管理の 進め方」について、 貴台の御意見等を 拝聴 

いたしたく、 御案内させていただきます。 

つきましては、 御 多忙中とは存じますが、 万障 お 繰り合わせの 上、 御出席 方 

よろしくお願い 申し上げます。 

敬具 

- 己 

1 日 時 

2 場 所 

3 連絡先 

平成 1 5 年 5 月 2 8 日 ( 水 ) 9 : 3 0 ～ 1 2 : 3 0 

厚生労働省共用第 6 会議室 ( 第 5 合同庁舎 2 階 ) 

厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課 

電話 0 3 一 5 2 5 3 一 1 1 1 1 ( 内 5 5 5 0) 一 O 3 3 5 0 O 2, 一 6 7 5 2 ( 校田司直通Ⅰ 

担当 日中、 有賀、 虎澤 

  1 - 



日本道路公団中部支社管内 安全協議会建設部総会 

特別講演 

平成 1 4 年 6 月 2 4 日 

労働安全コンサルダント 伊 負星、 治 

特別講演 

第 1 部講演 

演題「建設業労働安全衛生マネジメントシステム (COHSMS) の 

導入と企業経営上のメリット」 

講師 建設業労働災害防止協会 かの こうじ 

常務理事 技術総括審議 役 狩野 幸司 

(1 級 建築士、 労働安全コンザルタント ) 

第 2 部講演 

演題「発注者指導型安全管理から 自立型安全管理へ」 

副題 ～中小建設業者の COHSMS 構築と運用の 実例～ 

い かか せれ じ 

講師 労働安全コンサルタント 伊原、 星、 治 



名古屋高速道 路 公社安全対策研修会 

平成 1 3 年 1 2 月 1 7 日 

労働安全コンサルタント 伊貝星治 

(4 分 ) 

(45 分 ) 

(15 分 ) 

1 . 開会挨拶 ( 安全対策研修会主旨説明 )  主催者 

11. 講演 

第 1 部講演 

1 . 演題「発注者指導型安全管理から 請負業者自立型安全管理 へ ( 仮題 几 

使用ビデオ「道路上の 工事における 労働災害事例とその 防止対策」 

講師 労働安全コンサルタント 伊貝星治 

2 . 演題「労働災害再現訓練における 災害の原因と 対策 ( 仮題 ) 」 

講師 ㈱ イチ テック代表取締役専務 伊貝 英治 
  

第 2 部講演 

t . 演題「建設業労働安全衛生マネ 、 ジ メントシステム (COHSMS) の     

構築と運用の 実例 ( 仮題 ) 」 

言 ; 洋白雨 ㈱ イチ テック安全，品質システム 推進員馬場完治 

(15 分 ) 

  

第 3 部質疑応答 

Ⅱ 1. 閉会挨拶 

  

 
 

分
 

0
 

 
 

 
 

(U 分 ) 

  



イチテッタ ⑳建設業 労 安全衛生マネジ ぷ ントシステム 

( イチ テヅウ 安全システム ) 

  " 。 " 廿 " 。 % 竜 ㍉ 澤鱗鱗鱗 。 濯翠め ・ 持 "           

  械ま   

                                          x;%; 授ミ穏 ;R@ おジ雙ナ ．む @ Ⅰ " 争 @-@   

  軍 モう                                                                                                                                         労働災害。                                                 ヒヤリバ   ツ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
対策。 改善 

譲葉労働安全衛生マネジメントシステムコの 導入 
Com ㎞ am ㎝ 廿 Onoc ㎝ Pa ぬ o 皿 IHeal ぬ andS 甜ヴ Mmage 田 LentSys ぬ田   

                " 畷鱗艶 ""                       

潜在的危険性の 発見 

安全衛生管理のノウハウの 継承 

後戻りしない 安全衛生管理       

    自主的な安全衛生管理の   定着．         ， 
        ミち " ま @ 心ぷ ・ @'p ピ 三吟 ミ ペヤで 后申モ 。 箱 枕 " 棄運ど 一市一常世 撞ま       @ ま " 自田迂セ デ丑 " 

    ，艶 "         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ミ審 @  ,.@ -% @ ,@@@@@  麟費滞転 .@  .@@@@ ◆ ,.@@.@ % @  ご舌 ◆ @,@- .                                                                                                                                                                               

災害ゼロから 危険ゼロ ヘ         

COHSMS ( 建設業労働安全衛生マネジメントシステム )   

平成 1 % 年 4 月 30 日 当時の労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに 関す 

る指針」が告示されました。 それを受けて、 建設業労働災害防止協会が、 平成 1 1 年 1 1 
月に 「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」を 作成し、 公表しました。 

COHSMS 言刊面証 第 1 号 

当社は、 平成 1 2 年 4 月に「安全。 品質システム 推進室」を設置し、 COHSMS ( 建設 
業 労働安全衛生マネジメントシステム ) の構築に着手、 平成 1 3 年 1 月に構築を完了し 運 
用を開始、 以後マニュアルと 規定の改正を 4 回重ね、 平成 1 5 年 3 月に建設業労働災害防 
止協会の COH8MS 評価サービスを 受けました。 そして平成 1 5 年 5 月 7 日 COHSMS 評 
価証 第 1 号の交付を受げました。 
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ミ 。 聾苧ま 。 。 

  
イチ テック安全システムを 運用 

" 一一 
一 。 一                                           

    
  安全衛生計画の 実施及び運用 

  
  

  

二 おける安全システム 

P 

  % 安全衛生方針の 表明 

危険有害要因の 特定 

②リスクの見積り   
、 危害の頻度 
、 危害の可能， 陸       
% 安全衛生目標の 設定 
% 安全衛生計画の 作成 
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労協 緊 記文 
並樹力 急 銀喜 
び災 楽事友佑 
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間 。 の へそ 
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点 、 故全村 保 
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        、 ンステム監査     
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イテ テックの安全シク 

ソスク アセスメント 

①危険有害要因の 洗い出し 

。 危険有害要因を 除去文ぼ、 低減 
させるために 行った事項 

危険有害要因を 把握   
。 ヒヤリハット 

  

システムの見直し                                 

篤 株式会   
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スパイラルアップ 

  

  

  
    

    
  
      

    
  
  
                                      章 ぎこを j@" 曲 ・。 こ       

払雙       

イチ テック安全システム ほ 、 本社と作業所が 一体となって 安全衛生管理を 行 う システム 

です。 
作業所で労働災害を 起こさないため、 本社 は 、 作業所の支援指導に 徹し、 PDCA ( 計画、 

実施、 評価、 改善 ) サイクルを回し、 作業所は、 実際の作業の 中で PDCA ( 計画、 実施、 

評価、 改善 ) サイクルを回し、 安全衛生管理の 実施状況、 実施結果を本社に 報告する。 こ 

の 2 つの PDCA サイクルが効率的に 回転し、 常に安全衛生管理が 向上し続けます。 
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安全・品質システム 妻 室長 山田 幸男 
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戸 "" Ⅰ 日本道路公団名古屋工事事務所管内安全協議会第 3 回安全大会 

Ⅰ． 日 Ⅱ 寺 

2. 会 場 

3. 駐車場 

4. 出席者 

ダミ 一人形による 労働災害再現訓練 

    平成 1 4 年 -  9J3 2 6 日 ( 木 ) 1 4 : 0 0 ～ 1 6 : 3 0  ( 雨天 翌日に順延 シ 

受村   ・ 1 3 : エ 5 ～ 1 3 : 5 0 

  名古屋 南 IC  K ランプ作業ヤード 

    名古屋 南 料金所 (M) 地網ヤード   

    愛知労働局 

名古屋 東 労働基準監督署、 半田労働基準監督署 
  

名古屋市緑消防署大高出張所救急 隊 l0 名 ヰ田 度 
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5. 式次第 
  

1) 明会 挨拶 (5 分 ) 日本道路公団 名「古屋 正 要事務所管内 安全協議会会長 峯村 英二 

2) 訓練についての 挨拶 (5 分 ) 名古屋工事事務所管内 安全協議会副会長 三輪 浩 ． =- 

3) 共助災害再現訓練 (14:20 一丘 20)   

事例①「 玉掛 @- ナ 不良による落下物 調 l 文 1 (220 分 ) キ言 お Ⅱ 者 幹事会社 :1 

事例②「重機 不任意 迎伝 によるひかれ 事故」 (20 分 )  指 拙者 幹宰 金柑 ;2 

幹平 会社 3 

幹牛 会社 4 

パ 甲匝 満雄 

事例③「高所作業車からひ ) 墜落事故」 (20 分 ) 指揮者 

4) 傷病者の応急措置 (15:25 一 16:00)  名 ， ヱ 。 屋 市緑消防署 大高出張所 救急 隊 

①傷病者の観察 ( 傷病者の観察のポイント ) 

②傷病者 (0 応急措置 ( 現場で可能な 応急措置の紹介等 ) 

③応急担架の 作成 ( 実地指導 ) 幹 朝会社から 4 卒 ・ 豹 JJi@ 

5) m@ な ;; ド 所轄労働基準監督署 賭艮 (15 分 ) 

6) ㈱ 会 挨拶 (5 分 ) 日本道路公田 名古屋 T, ヰ平 務所 副弓 Ⅰユミ き 

6. その他     主催 : 日本道路公団 名古屋工芸事務所管内 安全協議会 

  

  



 
 

2002 年 

日 

 
 
 
 

( 平成 1 4 年 )  1   

乗斤   了葺昇 2002 年
 
(
 

平成 I 4 年 ) 9. 月 

      

  

0 同 1 日 ( 火曜日 ) 

喜ミ 再 l 意 識 たで 。 " ェ ン東 2 日名護 " 古金星目 古 
現人の労 第ジ 老大屋（二本 訓形高働 3 K 客席工会事 道 くり   練を揚 が使を 災害 目安 ラン 古屋 市 兵事 事 

  
  

歓会る た 無年 気安く 2 に ら H 設 

  

ニ睾 更桶 

J
 
菅
 

H 名古屋工事 
  円 安全協議会 

28   日 c 土曜日 ) 

ま まチ 

  
  

  

J> 玉樹 梁 て 人 ミ 1 再現 訓 と説明 措置を に被災 ・害が発 訓練 る 作業員 とで、 を疑似 きだら 「実際 

ノ彊 章司 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


